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第3章

基本計画
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基本計画は5つの分野でまとめ、「めざすまちの姿」ごとに、下記のとおり見開き頁で構成しています。

基本計画の紙面構成

めざすまちの姿

めざすまちづくりの方向性を「めざすまちの姿」

として表現しています。

データ

めざすまちの姿に

関連するグラフ・写

真などを掲載して

います。

現状と課題

めざすまちの姿に

関連している、現状

と今後の課題を記

載しています。

めざすまちの姿

● 現 状と課 題

だれもがその人らしさ（個性）を尊重され、

幸せに暮らしていくことができている

現状 今後の課題

女性、子ども、高齢者、障がいのある人など

をめぐる様々な人権問題が今も残り、外国人

や性的少数者への偏見など新たな人権問題

も生じています。

だれもが人権問題について正しい理解と認

識を深めるため、様々な人権教育、啓発活動

に取り組む必要があります。

配偶者等や交際相手などからの暴力（DV）、

セクシュアル・ハラスメントなどの人権侵害が

あります。

DVなど人権侵害の未然防止のために、互い

の違いを認め合い、互いの人権を守るため

の教育、啓発が一層求められています。

児童虐待やいじめなどによって、人権を守ら

れずに育つ子どもたちがいます。

支援を必要とする子どもや家庭を早期に発

見し、切れ目ない支援を行うとともに、すべ

ての子どもの人権が尊重されるための取組

を続けていくことが必要です。

姉妹・友好都市などと国際交流を推進してい

ます。また、市内在住の外国人は増加してい

ます。

外国人に向けた多言語での情報発信を充実

させるなど、多文化共生のまちづくりをさら

に進める必要があります。

平和の尊さや戦争の悲惨さを、次世代に直

接語り伝えていくことが、戦争体験者の高齢

化で困難になっています。

今後も、子どもたちが、平和の尊さや戦争の

悲惨さについて実感をもって学ぶことがで

きる機会が必要です。

男性の家事育児参加や女性の就労への理

解が進み、性別によって役割を固定してしま

う意識の改善が進んでいる一方で、政策・方

針決定の場や地域社会での意思決定に係

る分野への女性の参画は遅れています。

家庭・職場・地域のあらゆる場面で、男女が

ともに同じ立場で参画・意思決定することの

メリットについて、さらに社会全体への理解

が進むことが必要とされています。

1 -1

出典：倉敷市男女共同参画に関する市民アンケート結果（令和元年度実施）

あらゆる分野で女性が登用され、方針決定の場へ女性が参画すること

男性（N＝370）

女性（N＝521）

全体（N＝901）

実現している ほぼ実現している あまり実現していない 実現していない わからない 回答なし

2.1

11.3 28.7 12.0 34.6 11.2

2.4

13.8 29.2 12.7 33.0 8.9

1.9

9.6 29.0 11.7 36.1 11.7

（％）
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市の施策

その人らしさが尊重され、多様な価値観や生き方を認め合い、

人権が守られる社会をつくる

）標指価評績業要重（ 標指りくづちま

日々の生活の中で、身の回りの人権が

大切にされていると思う人の割合
52.6% 55%

63%

60％

75％51.6%

43.0% 50％ 55％

「男は仕事、女は家庭」という考え方に

同感しない人の割合

地域社会の一員として生活できていると

感じている外国人の割合

）7R（ 後年5
目標値

）21R（ 後年01
目標値

現状値（R 元）

★

★

。すで目項るす連関に）～頁731（」略戦生創いらみ敷倉「、は★

●基本方針

だれもが互いに人権を尊重しつつ、家庭や社会において責任も分かち合い、性別にかかわらず、

個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の更なる実現をめざします。

人権とは、すべての人々が生まれながらにもっている、幸せに生きるための権利です。一人

ひとりが互いの違いを認め、互いの人権を尊重し合う「人権の共存」する社会の実現をめざ

して、更なる取組を進めます。

児童虐待やいじめなどを防ぐ相談体制の充実、適切な支援に加え、子どもの人権を守るた

めの更なる啓発活動に取り組み、すべての子どもが夢や希望をもてる環境づくりを進めます。

DVなどの人権侵害の未然防止のための人権教育、啓発活動にさらに取り組みます。

国際交流事業の継続と拡充により、互いの文化や習慣の相互理解に努めるとともに、多言

語による情報発信や相談体制の充実を図り、在住外国人が地域社会で参画・活躍できる多文

化共生のまちづくりを進めます。

平和の尊さを子どもたちが実感をもって学べるよう、次世代に継承していく取組を進め、

平和を大切にする社会を持続していきます。

★

★
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市の施策

めざすまちの姿を実現していくために

実施する、市の施策です。

まちづくり指標
（重要業績評価指標）

めざすまちの姿の

達成状況を客観的

に見るための指標

と、５年後、１０年後に

めざす目標値です。

今後、様 な々取組を

進めていくことで、

めざすべき目標値

として掲げています。

倉敷みらい
創生戦略
（137頁～）
との関連

基本計画のうち地

方創生に関する取

組は、倉敷みらい

創生戦略の計画と

しても位置づけ、関

連する基本方針と

まちづくり指標に

ついては「★」で示

しています。

基本方針

めざすまちの姿を

実現するにあたっ

て、現状と課題を

踏まえ、市が取組

を進める基本的な

方向性です。

ＳＤＧｓのアイコン

めざすまちの姿に関連して

いるＳＤＧｓの目標です。
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1

子ども・子育て・教育

〈慈〉
いつくしむ
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めざすまちの姿

●現状と課題

だれもがその人らしさ（個性）を尊重され、

幸せに暮らしていくことができている

現 状 今 後 の 課 題

女性、子ども、高齢者、障がいのある人など
をめぐる様々な人権問題が今も残り、外国人
や性的少数者への偏見など新たな人権問題
も生じています。

だれもが人権問題について正しい理解と認
識を深めるため、様々な人権教育、啓発活動
に取り組む必要があります。

配偶者等や交際相手などからの暴力（DV）、
セクシュアル・ハラスメントなどの人権侵害が
あります。

DVなど人権侵害の未然防止のために、互い
の違いを認め合い、互いの人権を守るため
の教育、啓発が一層求められています。

児童虐待やいじめなどによって、人権を守ら
れずに育つ子どもたちがいます。

支援を必要とする子どもや家庭を早期に発
見し、切れ目ない支援を行うとともに、すべ
ての子どもの人権が尊重されるための取組
を続けていくことが必要です。

姉妹・友好都市などと国際交流を推進してい
ます。また、市内在住の外国人は増加してい
ます。

外国人に向けた多言語での情報発信を充実
させるなど、多文化共生のまちづくりをさら
に進める必要があります。

平和の尊さや戦争の悲惨さを、次世代に直
接語り伝えていくことが、戦争体験者の高齢
化で困難になっています。

今後も、子どもたちが、平和の尊さや戦争の
悲惨さについて実感をもって学ぶことがで
きる機会が必要です。

男性の家事育児参加や女性の就労への理
解が進み、性別によって役割を固定してしま
う意識の改善が進んでいる一方で、政策・方
針決定の場や地域社会での意思決定に係
る分野への女性の参画は遅れています。

家庭・職場・地域のあらゆる場面で、男女が
ともに同じ立場で参画・意思決定することの
メリットについて、さらに社会全体への理解
が進むことが必要とされています。

1 -1

出典：倉敷市男女共同参画に関する市民アンケート結果（令和元年度実施）

あらゆる分野で女性が登用され、方針決定の場へ女性が参画すること

男性（N＝370）

女性（N＝521）

全体（N＝901）

実現している ほぼ実現している あまり実現していない 実現していない わからない 回答なし

2.1

11.3 28.7 12.0 34.6 11.2

2.4

13.8 29.2 12.7 33.0 8.9

1.9

9.6 29.0 11.7 36.1 11.7

（％）
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市の施策

その人らしさが尊重され、多様な価値観や生き方を認め合い、

人権が守られる社会をつくる

まちづくり指標 （重要業績評価指標）

日々の生活の中で、身の回りの人権が
大切にされていると思う人の割合

52.6% 55%

63%

60％

75％51.6%

43.0% 50％ 55％

「男は仕事、女は家庭」という考え方に
同感しない人の割合

地域社会の一員として生活できていると
感じている外国人の割合

5年後 （R7）
目標値

10年後 （R12）
目標値現状値（R 元）

★

★

★は、「倉敷みらい創生戦略」（137頁〜）に関連する項目です。

●基本方針

だれもが互いに人権を尊重しつつ、家庭や社会において責任も分かち合い、性別にかかわらず、

個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の更なる実現をめざします。

人権とは、すべての人々が生まれながらにもっている、幸せに生きるための権利です。一人

ひとりが互いの違いを認め、互いの人権を尊重し合う「人権の共存」する社会の実現をめざ

して、更なる取組を進めます。

児童虐待やいじめなどを防ぐ相談体制の充実、適切な支援に加え、子どもの人権を守るた

めの更なる啓発活動に取り組み、すべての子どもが夢や希望をもてる環境づくりを進めます。

DVなどの人権侵害の未然防止のための人権教育、啓発活動にさらに取り組みます。

国際交流事業の継続と拡充により、互いの文化や習慣の相互理解に努めるとともに、多言

語による情報発信や相談体制の充実を図り、在住外国人が地域社会で参画・活躍できる多文

化共生のまちづくりを進めます。

平和の尊さを子どもたちが実感をもって学べるよう、次世代に継承していく取組を進め、

平和を大切にする社会を持続していきます。

★

★
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めざすまちの姿

●現状と課題

人の痛みを、子どもたちが実感としてわかっている

現 状 今 後 の 課 題

少子化や価値観の多様化などが進み、子ど
ものコミュニケーション能力の低下や他人
を思いやる心の未発達、集団生活への不適
応などが問題となっています。

豊かな体験を通して、集団や社会の一員とし
て、よりよい生活や人間関係を築こうとする
心を育てることが必要です。

進級・進学などで変化する学習や生活環境
への対応が困難な子どもたちが増え、いわ
ゆる ｢小1プロブレム」｢中1ギャップ｣などが
起きています。

校内の教育相談や生徒指導の体制整備に
努め、学校や園の連携、家庭との情報共有
を図る取組が必要です。

いじめや犯罪の低年齢化が社会問題となっ
ています。

小学校の低学年から規範意識の向上と問
題行動などへの早期対応と対応強化が必要
です。

子どもの家庭環境が多様化し、不登校など
への対応が難しくなっています。また、児童
虐待や過度な要求をしてくる保護者など、学
校だけでは対応できない問題が増加してい
ます。

子どもや家庭の状況に応じたきめ細かな支
援や、地域、関係機関などで連携した組織
的な対応が必要とされています。

スマートフォンやパソコンなどが普及し、ス
マホ・ネット問題（SNS による誹謗・中傷、ネ
ット依存等）が社会で問題になっています。

情報社会を踏まえた道徳教育やスマートフ
ォン・パソコンの利用に関するルールづくり
などにより、子どもや家庭との問題意識の共
有が必要です。

1 - 2

全国 岡山県 倉敷市

H28 H29 H30 （年度）

（件）
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出典：平成30年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査

1,000人当たりのいじめの認知件数（小学校） 1,000人当たりのいじめの認知件数（中学校）
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全国 岡山県 倉敷市
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市の施策

子どもたちが心も身体も健やかに成長できる学びの場をつくる

まちづくり指標 （重要業績評価指標）

小学校での1,000人当たりのいじめの
認知件数

21.0 件
（H30）

19.3 件
（H30）

0.65%
（H30）

2.50%
（H30）

30 件

66 件 111 件

40 件

0.45％

2.25%

0.25％

2%

中学校での1,000人当たりのいじめの
認知件数

小学校での不登校児童出現率

中学校での不登校生徒出現率

5年後 （R7）
目標値

10年後 （R12）
目標値現状値（R 元）

※いじめの重大事態例の多くが「冷やかし」「からかい」等の日常的衝突から発展しており、軽微なものを含めて「早期発見・早期対応」に努め
　ています。文部科学省では認知件数が多いことは教職員の目が行き届いているあかしと考えています。

●基本方針

子どもたちが、スマートフォンやパソコンなどの利用マナーを身につけて適切な利用ができ

るよう、情報教育機会の提供に努めます。

発達段階に応じた人権教育や道徳教育、ボランティア活動を通じた心の教育の充実などに

より、子どもたちが互いの違いやよさを認め合い、だれもが自他ともに大切にされている

と実感できる環境づくりを進めます。

専門員・支援員の配置や教職員研修の充実などにより、小学校の低学年から規範意識の向上

と問題行動等への早期対応と対応強化を行い、いじめや不登校等のない学校をめざすとと

もに、犯罪防止につなげます。

進級・進学などで変化する学習や生活環境への対応が困難な子どもたちに、学校や園との連

携、家庭との情報共有による一体となった指導で対応し、豊かな心の育成に取り組みます。

地域や児童相談所、警察、医療機関など関係機関と連携を図り、教育相談機能や指導体制の

整備を充実し、学校だけでは解決困難な子どもにかかる様々な問題に、組織的に対応します。

※

※
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めざすまちの姿

●現状と課題

教員の資質が保たれ、教員と子どもが心豊かな人間関係を築き、

学校教育が充実している

現 状 今 後 の 課 題

すべての子どもが基礎的な学習内容を習得
でき、心身ともに健やかに成長できる取組
が求められています。

指導方法の工夫による、よりわかりやすく質
の高い授業が必要とされています。

若者の、働くことに対する価値観が薄れ、早
期の離職、フリーターやニートの増加が問
題となっています。

子どもたちが、明確な目的意識をもって人生
を切り開くことができるよう、発達段階に応
じたキャリア教育（社会で自立するための教
育）が必要です。

従来の全員一斉授業から、個々の状況に応
じた授業が重視されるようになり、授業のあ
り方や教師の役割が見直されています。

Society5.0 時 代（19頁）の中で、子どもが
ICTの活用などによって主体的な学習がで
きる環境整備が必要です。

異なる習慣や文化をもつ人 と々ともに生きて
いくための資質や能力を高めていくことが
求められています。

グローバル化が進み、国際的なコミュニケー
ション能力を身につけていくことが必要です。

地域全体で子どもたちの成長を支えるため、
地域とともにある学校づくりを進めています。

学校運営について保護者や地域に積極的に
情報提供し、地域とともにある学校づくりを
さらに進めていくことが必要です。

約7割の学校施設が昭和50(1975) 年代以
前の建設で、老朽化が進行しています。

学校施設の長寿命化や、子どもの生活スタ
イルの変化を踏まえた施設改修を進める必
要があります。

学校給食調理場の多くが老朽化し、安定的
な給食提供ができなくなる恐れがあります。

安定的に給食提供を行うための施設整備な
どを進め、子どもたちに安全・安心な給食を
提供していく必要があります。

近年、教職員の校務負担が大きく、子どもに
向き合う時間が十分とれないことが問題と
なっています。

教職員の意識改革や学校業務の精選・効率
化により、指導力の向上につなげることが必
要です。

1 - 3

小学生と園児の交流会（総合的な学習）
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市の施策

心豊かな人間関係を育む学校教育の充実を図る

まちづくり指標 （重要業績評価指標）

「子どもの学校での教育がしっかり
できている」と感じている人の割合

78.0%

65.3% 80% 95%

40.0%

49.5%

87.7% 96% 97%

90％

60% 80%

66% 100%

95％

困った時、悩みがある時に相談する
人がいると答えた子どもの割合

学校が楽しいと思う子どもの割合

小中学校のトイレの洋式化率

学校給食調理場施設のドライ方式  の割合

5年後 （R7）
目標値

10年後 （R12）
目標値現状値（R 元）

※床に水が落ちない構造の施設、設備、機械、器具を使用し、床が乾いた状態で作業を行う方式。

●基本方針

学校及び教職員が担う業務の明確化・適正化により働き方改革を進め、教育の質の向上を図り、子

どもや保護者と心豊かな人間関係を築き、子どもたちの「生きる力」をはぐくむ教育を実践します。

教員の指導力の向上によって、すべての子どもの持ち味を生かした教育を充実させ、確かな学力

の向上を図るとともに、心豊かにたくましく生きていく心身ともに健やかな人間の育成に努めます。

多様化する学習内容と子どもたち一人ひとりの習熟度に対応するとともに、主体的な学習

ができる、ICT活用の環境整備、感染症などの脅威に対応できるオンライン学習の導入など

情報教育の充実を図り、新しい時代に求められる子どもの資質・能力を育てます。

社会で自立するために必要な知識、技術、能力や態度を育成するため、多様な職業体験やボ

ランティア活動などの機会を提供するなど、キャリア・職業教育を充実します。

★

教員の指導力向上やICTの活用などにより、子どもたちが広い視野をもって異文化を理解し、

国際共通語とされる英語力を身につける、グローバル化に対応する教育を進めます。

★

学校運営協議会制度等で、地域とともにある学校づくり、地域に根ざした特色ある教育活動の推進や

校種間の連携に努め、学校・園、家庭、地域が一体となって子どもを守り育てる環境づくりを進めます。

★

老朽施設の長寿命化改修や耐震対策を計画的に実施するとともに、時代の変化を見据えて

環境に配慮した、すべての子どもが利用しやすい施設整備を進めます。

学校給食調理場の更新や改修を計画的に実施し、安全でおいしい学校給食の安定的な提供に努めます。

★は、「倉敷みらい創生戦略」（137頁〜）に関連する項目です。

★

★
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めざすまちの姿

●現状と課題

子どもたちが自然にふれながら、健やかに育っている

●現状と課題
現 状 今 後 の 課 題

子どもの発達段階に応じた環境教育や山・
川・海の自然環境を生かした体験型学習の
充実が求められています。

家庭・学校・地域など多様な場で、環境教育
を充実させていくことが必要です。

子どもたちの自然体験活動を支援する指導
者やボランティアの不足や高齢化が課題と
なっています。

特に若い世代の指導者やボランティアを育
てていくことが必要です。

子どもたちの自然についての学びの場となる
施設の老朽化が進んでいます。

老朽化した施設や設備を計画的に整備する
ことが必要です。

子どもたちが、自然について学んだり体験し
たりできる観察会や講座などを行っています。

広報活動などを通して、より多くの子どもた
ちに自然を学ぶ機会を提供することにより、
自然学習イベントなどへの参加者の増加と
参加者層の拡大を図る必要があります。

1 - 4

少年自然の家での暗夜行路 倉敷美観地区で淡水魚を観察
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市の施策

子どもたちが緑や生き物などの自然に親しみながら、

学べる機会を提供する

まちづくり指標 （重要業績評価指標）

自然にふれたり、学んだりする活動に
参加している子どもの数

11,533 人 14,500 人 18,000 人

84.4％ 86％ 88％
自然の中で遊ぶことが楽しいと
思っている子どもの割合

5年後 （R7）
目標値

10年後 （R12）
目標値現状値（R 元）

●基本方針

自然を学ぶ観察会や講座などを充実させ、広報活動に力を入れることで、参加者の増加と参加

者層の拡大を図るなど、より多くの子どもたちが自然を学べるように取り組んでいきます。

市民・団体・行政などが連携を図り、家庭・学校・地域など多様な場で、自然とのふれあいや

日常生活を通して、子どもの発達段階に応じた環境教育を進めることで、子どもたちの豊

かな感性を育み、環境を守り大切にする心を育てます。

子どもたちの自然への興味や関心を高め、自らの学びを支援するため、計画的に施設や設

備を充実させるとともに、より魅力的な事業を実施するよう努めます。

子どもたちの自然体験活動を支援する指導者やボランティアについて、若い世代が気軽に

参加でき、やりがいを感じられるような支援や仕組みづくりなどを行うことで、人材育成

と資質向上を図ります。
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めざすまちの姿

●現状と課題

安心できる環境のもとで出産・子育てができている

現 状 今 後 の 課 題

妊娠中や出産後に相談できる人や支援して
くれる人が少なく、不安を感じたり、心身の
調子を崩す妊産婦がいます。

すべての妊産婦やその子どもを含む子育て
家庭において、安心安全な出産や健やかな
育児が行えるよう支援が必要です。また、妊
娠や出産、性に関する正しい知識を得る機
会の充実も必要です。

出産や子育てに伴う経済的負担感から、子ど
もを産み育てることに不安を感じる人もいます。
一方で、晩婚化の影響もあり、不妊治療の
受診者が増加しています。

子どもや家庭の状況に応じて子育てに係る
助成制度を充実するなど、ゆとりをもって子
どもを産み育てられる環境整備が必要です。
また、治療費が高額となる不妊・不育症につ
いて、引き続き支援が必要です。

ひとり親家庭を取り巻く環境は変化しており、
母子家庭・父子家庭などの区別なく支援して
いく方向にあります。

相談体制や就業支援、経済的支援などきめ
細かな対策の充実が必要です。

未婚化、晩婚化が進み、少子化の一因とな
っています。

結婚を希望する人への支援として、若い世代を
中心とした出会いの場を増やす必要があります。

核家族化や地域のつながりの希薄化が進む
中、情報は多様化しており、親が一人で子育
てに悩んだり、育児ストレスが募ったりする
家庭が増えています。

各家庭での子育てが孤立しないよう、相談
機能を充実させるとともに、子育ての仲間づ
くりができる場を増やし、利用促進を図る
必要があります。

1 - 5

出典：くらしき子ども未来プラン後期計画出典：倉敷市保健所保健課

合計特殊出生率の推移 子育てしやすいと感じるために必要な条件・環境

0 20 40 60 80（％）

子育てに伴う経済的負担の軽減がある

公園など子どもが外遊びできる場が多い

医療機関が充実している

保育所等の保育サービスが充実している

居住環境がよい

幼稚園等の教育環境が充実している

親子一緒に楽しめる施設が多い

子育て中の親同士の交流が盛んである

自然環境がよい

地域の人たちのサポートがある

親子で楽しめるイベントが多い

親族のサポートがある

家族で協力して子育てをしている

n=492（複数回答5つまで可）

（年）
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元

1.53

1.56

1.47

1.36

1.39

1.37

全国 岡山県 倉敷市
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市の施策

安心して出産・子育てできる環境を整える

●基本方針

地域での子育て支援の充実を図り、親子のふれあいや親同士の交流、子育ての仲間づくり

を促進します。

★

妊娠期から子育て期における不安や悩みの軽減を図るための情報提供や相談体制を充実し、

切れ目ない子育て支援環境を整えます。また、性に関する正しい知識を身につけられる機

会の充実に努めます。

★

関係機関との連携を強化し、ひとり親家庭が抱える悩みや相談ごとに対応できる体制を整

えます。また、生活支援や経済的支援を行い、ひとり親家庭の生活の自立と安定を図ります。

★

保育や医療、教育など、子育て家庭等の経済的負担の軽減、不妊・不育症の支援などにより、

安心とゆとりをもって妊娠・出産・子育てができる環境を整えます。

★

希望する人が結婚できるよう、出会いの場の創出や相談体制の充実を図ります。★

まちづくり指標 （重要業績評価指標）

身近に子育ての相談ができるところが
あると思っている人の割合

（1）就学前児童の保護者
（2）小学生の保護者

子育てを家族で協力して行っている
人の割合

（1）就学前児童の保護者
（2）小学生の保護者

倉敷結婚相談所を通じた結婚成立数

（1）79.9%

（1）89.5%

（1）82%

（1）92%

（1）85%

（1）95%

（2）66.6%

（2）82.4%

26 組

（2）70%

（2）92%

170 組
（R3 〜 R7 累計）

（2）75%

（2）98%

370 組
（R3 〜 R12 累計）

5年後 （R7）
目標値

10年後 （R12）
目標値現状値（R 元）

★は、「倉敷みらい創生戦略」（137頁〜）に関連する項目です。

★

★

★
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めざすまちの姿

●現状と課題

仕事と家庭の両立ができ、

親が子どもとふれあう時間をもつことができている

現 状 今 後 の 課 題

共働き世帯の増加などにより、小学校就学
前の子どもに対する保育・教育ニーズは増加、
多様化しており、特に３歳未満の子どものニ
ーズが増えています。

就学前保育・教育ニーズに対する計画的な整備
と、子どもの状況に応じて、保護者の意向等に
寄り添った入所案内等の支援が必要です。

就労形態の多様化など保育を取り巻く社会情
勢は変化しており、質の高い保育と柔軟な対応
が求められています。

社会情勢に応じて、保育内容や方法を柔軟
に見直しできる体制づくりや、研修の充実を
行うことが必要です。

保育士などの人材確保は年 難々しくなっています。 就労希望者を増やす取組が必要です。

放課後児童クラブに入所を希望する児童は
年々増加しており、共働き世帯の増加などに
より、更なる増加が見込まれます。

入所希望児童の増加に伴い、放課後児童クラ
ブ支援員や放課後児童クラブ施設の確保にさ
らに取り組んでいく必要があります。

近年頻発化する自然災害や感染症について、
保育・教育の場においても対策が求められて
います。

計画的な施設整備や状況に応じた避難計画
や感染症対策を行っていく必要があります。

1 - 6

出典：倉敷市保健福祉局子ども未来部（各年4月1日現在）

保育所等の待機児童数の推移 放課後児童クラブの入所児童数の推移
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市の施策

子育てと仕事がゆとりをもって両立できる環境を整える

●基本方針

頻発化する自然災害や感染症を見据えて、就学前保育・教育施設において、計画的に子ども

の健康や安全確保の対策に取り組みます。

★

多様化する就学前保育・教育ニーズに応じて、地域性や年齢などを考慮しながら受入枠の

拡大を図り、待機児童対策を進めます。

★

働きやすい保育の場をめざした環境整備などにより、就労希望者を増やし、保育所や認定

こども園等に勤務する職員の確保に努めます。

★

保育の内容や方法を、社会情勢に応じた見直しを行いながら、専門家の意見を取り入れる

など保育現場職員の研修の充実により、保育の質の向上を図ります。

★

放課後児童クラブの利用ニーズの増加に対応するため、放課後児童クラブの充実を図ります。★

まちづくり指標 （重要業績評価指標）

保育所等の待機児童数

これまで育児休業  を取得したことが
ある人の割合

（1）就学前児童の父親
（2）就学前児童の母親

（1）    7.9% （1）20% （1）35%

（2）79.3%

98 人
（R2）

（2）91%

0 人

（2）95%

0 人

5年後 （R7）
目標値

10年後 （R12）
目標値現状値（R 元）

★は、「倉敷みらい創生戦略」（137頁〜）に関連する項目です。

★

★

※労働者が原則として１歳に満たない子を養育するための休業のことです。
　原則、子１人につき１回、連続した期間をその長短にかかわらず取得できます。
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めざすまちの姿

●現状と課題

学校・園、地域、家庭が連携して、子どもたちが困窮することなく、

安心して学び、成長できる環境となっている

現 状 今 後 の 課 題

子どもや保護者の暮らす身近な地域におい
て、地域ぐるみで子どもを育てるネットワー
クづくりが求められています。

地域子育て支援拠点や児童館、学校・園のネ
ットワーク化によって、母親クラブ、子育てサ
ロンなど団体間がつながることが必要です。

学校・園を支援する地域のボランティアやコ
ーディネーターが不足しています。

ボランティアの活動内容の見直しやコーディ
ネーターを育てる研修の実施などが必要です。

様々な困難を抱え、経済的にも不安定な家
庭の子どもが増えていますが、保護者との信
頼関係づくりが難しく、支援につながりにく
い状況です。

困難を抱える家庭に寄り添い、子どもの状
況に応じて生活や学習面での支援を行い、
地域などが協働して支えていく体制づくりが
必要です。

少子化の影響などで、子どもたちが地域の
異年齢の集団で遊ぶ機会が減っており、社
会性が育ちにくく、地域との関わりが希薄に
なることが懸念されています。

異年齢の仲間とのかかわりや地域住民との
交流の場の提供が必要です。

1 -7

地域の田んぼで田植え（総合的な学習）
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市の施策

学校・園、地域、家庭が連携して子どもたちを見守り、

安全・安心に成長できる環境を整える

●基本方針

学校や地域の活動のなかで、子どもたちが地域の歴史・文化を学んだりスポーツを楽しんだ

りする機会を増やして、子ども同士や地域住民との交流を深め、子どもの社会性を身につけ

る健やかな学びと成長を支えます。

★

学校・園、地域、家庭が連携する子育て支援のネットワークづくり、地域ぐるみで子どもを

育てる体制づくりを進めます。

★

様々な困難を抱える家庭の子どもが将来の夢や希望をもち、成長段階に応じた支援ができ

るよう、家庭に寄り添い、福祉や教育、地域が協働し支える体制をつくります。

★

学校・園を支援する地域のボランティアやコーディネーターを育成・支援し、地域で子ども

たちが安心して生活できる環境づくりに努めます。

★

まちづくり指標 （重要業績評価指標）

様々な場面で困った時に相談できる
相手がいる保護者の割合

（1）就学前児童の保護者
（2）小学生の保護者

地域の人に支えてもらって子育てを
していると思う人の割合

（1）就学前児童の保護者
（2）小学生の保護者

学校・家庭・地域が連携した事業に
参加した子どもの数

子どもと将来の夢や目標について家庭で
話をする小学生の保護者の割合

（1）92.2%

（1）44.7%

（1）95%

（1）47%

（1）98%

（1）50%

（2）85.0%

（2）50.0%

86.2%

269,474 人 286,000 人 300,000 人

（2）90%

（2）55%

90%

（2）95%

（2）60%

95%

5年後 （R7）
目標値

10年後 （R12）
目標値現状値（R 元）

★は、「倉敷みらい創生戦略」（137頁〜）に関連する項目です。
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★
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めざすまちの姿

●現状と課題

障がいの有無にかかわらず、

等しく保育・教育を受けることができている

現 状 今 後 の 課 題

障がいのある子どもと障がいのない子ども
が一緒に過ごす時間が増える一方で、障が
いのある子どもへの偏見などは、今も残って
います。

障がいや障がいのある子どもについての意識
啓発を行い、更なる理解を深めていくことが
必要です。

発達障がいなどの状態は、多様化しており、
相談や指導・支援に関する教職員や保育者
の資質向上や実践力が求められています。

学校園における相談窓口である特別支援教
育コーディネーターの専門性や教職員の指導
力向上のための取組が必要です。

障がいのある子どもがライフステージに応じ
た支援を受け、社会で自立した生活ができ
るよう一貫した支援が求められています。

障がいのある子どもの進路などについて、
関係機関と連携した更なる支援体制の充実
が必要です。

発達障がいなど特別な支援を必要とする子
どもは増加傾向にあり、求められる支援も子
ども一人ひとりの状態によって異なっています。

子どもの障がいの状態に応じた適切な学び
の場の提供や、必要な支援を充実していくこ
とが必要です。

1 - 8

500

0
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100
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200

250

300

350

400

450

0

1

2

3

4

（人） （人）
5

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2（年度）

児童生徒数 教員数 生徒10人当たりの教員数

255

97 100

264

101

295

73

326

98

223

98

210

90

202

98

232

101

240

107

249

97

241

3.8 3.8
3.4

2.2

4.4
4.7

4.5
4.2 4.2 4.3

4.0

出典：倉敷市教育委員会学事課

生徒10人当たりの特別支援学校教員数
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市の施策

障がいのある子どもが、適切な保育や教育、

支援が受けられる体制を整える

●基本方針

障がいのある子ども一人ひとりに適したきめ細かな対応を行うため、個々の教育ニーズに

応じた適切な指導及び支援を受けることができる環境を整備します。

障がいの有無にかかわらず、ともに尊重し合いながら協働して生活していくことができる

よう、多様化する障がいと障がいのある子どもに対する理解と啓発に努めます。

障がいのある子どもが将来自立して生活していけるよう、関係機関や団体などと連携した

進路指導の充実を図ります。

教職員や保育者の障がいに対する理解や指導力の向上のための研修などの充実により、多

様化する発達障がいに対応できる専門性を備えた相談支援体制の充実を図ります。

まちづくり指標 （重要業績評価指標）

特別支援教育・特別支援保育に関する
学習会・研修会等への教職員や
保育職員の参加者数

特別支援教育について理解が
進んでいると思う人の割合

60.4%

1,969 人

70%

2,050 人

80%

2,150 人

5年後 （R7）
目標値

10年後 （R12）
目標値現状値（R 元）
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めざすまちの姿

●現状と課題

興味があることを、だれもが、気軽に学ぶことができている

現 状 今 後 の 課 題

多様化する市民ニーズに合わせた講座の開
催に努めています。

公民館などでの講座の充実を図るとともに、
学習した成果を地域で生かしていくことが
必要です。

生涯学習施設の老朽化が進行しています。
老朽が進む施設について、移転や複合化を含
め、計画的な施設の更新・改修が必要です。

大学などの高等教育機関が行う専門的な分
野での地域貢献に対して、市民の認識が十
分ではありません。

市内の高等教育機関や企業などと連携した
専門的な講座について、積極的な PR が必
要です。

多様な学びにつながる読書の習慣を身につ
けることは、子ども達の発達過程において
重要ですが、近年、読書離れが進んでいます。

読書離れを防ぐため、発達段階に応じた読書
習慣の形成と課題解決型の図書館利用をより
一層効果的に図る必要があります。

不登校・引きこもりなど様々な理由により、社
会的に孤立している若者が増えています。

様々な理由で、社会的に孤立する若者を減
らすため、社会参加につながる支援が必要
となっています。

1 - 9

世界最高水準の技術を導入してリニューアルオープンしたライフパーク倉敷科学センターのプラネタリウム（平成31年3月）
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市の施策

一人ひとりが生涯を通して行う学びを支援するとともに、

その学びによる地域の活性化を推進する

●基本方針

長期ひきこもりなど社会的に孤立し、自立に困難を抱えている若者などへの学習機会を提

供して、関係機関と連携して支援し、社会参加や就労につなげていきます。

★

多様化する市民ニーズの把握に努め、求められる学習機会の提供と情報発信に努めるとと

もに、学習した成果を地域で生かせるような仕組みづくりを進めます。

大学などの高等教育機関や企業、また市や公的機関などの連携により、様々な専門的な分

野において、気軽な学びの機会を提供し、積極的な情報発信を行うとともに、地元大学等の

更なる活性化を図ります。

★

地域・家庭における読書活動が進むよう、子どもと家族が一緒に親しむ習慣づくりを支援し、

子どもの主体的、意欲的な学習活動や読書活動の支援を行います。

優れた市内の学習施設を効果的に活用するとともに、施設の長寿命化も踏まえた施設機能

の充実を図り、市民が、学びの場として安全で快適に利用できる学習施設をめざします。

まちづくり指標 （重要業績評価指標）

学校で活動している地域のボランティアの数

自分が参加したいと思う講座や活動が
あると思う人の割合

公民館、図書館で開催される生涯学習
講座への参加者数

倉敷市役所でのインターンシップ受入人数

市民１人当たりの市立図書館の貸出数

237,864 人

31.4%

28,565 人

47 人

5.9 点

252,000 人

41%

39,000 人

62 人

6.2 点

265,000 人

51%

50,000 人

80 人

6.5 点

5年後 （R7）
目標値

10年後 （R12）
目標値現状値（R 元）

★は、「倉敷みらい創生戦略」（137頁〜）に関連する項目です。
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2

文化・産業

〈紡〉
つむぐ
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めざすまちの姿

●現状と課題

生活の中に個性的で魅力的な文化芸術が息づいている

現 状 今 後 の 課 題

文化芸術にふれる機会があるものの、鑑賞
者数（特に若年層）は減少傾向にあります。

郷土ゆかりの文化芸術の紹介のほか、各世
代の関心やニーズを踏まえ、多くの市民が国
内外の優れた芸術文化に親しむ機会を増や
すことが求められています。

文化施設の老朽化が進行しています。
個々の施設の特性を踏まえた上での施設の
あり方の検討が必要です。

展覧会や講演会、収蔵作品などの情報が十
分に周知されていない状況です。

幅広い年代・地域の人が展覧会や収蔵作品
などの情報を入手できるよう、SNSを含めた
多様な広報展開が必要です。

暮らしの中で文化的活動を行っている人の
割合が減少しています。

多様な創作活動や作品発表の場が広がるよう
な、文化芸術活動の機会の充実が必要です。

2 -1

出典：倉敷市文化産業局文化振興課

市の主な文化事業の入場者数及び参加者数の推移

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0

（人）

H26 H27 H28 H29 H30 （年度）

音楽事業 演劇事業 美術事業 将棋囲碁事業 合計

92,433 90,737 89,117

56,397

86,050
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市の施策

文化芸術活動を振興する

●基本方針

市民が身近に文化活動に参加・発表することのできる環境づくりを進めるとともに、文化芸

術団体の活動や団体相互間の交流を促進し、文化が育まれる環境づくりを進めます。

★

★ 各世代の関心やニーズを踏まえ、子どもから高齢者まで多くの市民に、様々なジャンルの

優れた文化芸術に親しむ機会を提供することに努めます。

文化芸術に関する情報を収集し、多様な広報媒体による、多言語化も含めたタイムリーで、

わかりやすい積極的な情報発信に努めます。

★

★ 個々の特性を踏まえて文化施設のあり方を検討するとともに、施設機能・設備の充実により、

利用しやすい施設としての運営に努めます。

まちづくり指標 （重要業績評価指標）

生活の中で文化的活動（鑑賞と実践の
どちらでも可）を行っている人の割合

文化施設の利用者数

30.5%

450,793 人

40%

645,000 人

50%

690,000 人

5年後 （R7）
目標値

10年後 （R12）
目標値現状値（R 元）

★は、「倉敷みらい創生戦略」（137頁〜）に関連する項目です。
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めざすまちの姿

●現状と課題

世代を超えて受け継がれてきた歴史文化や伝統が大切に継承され、

輝いている

現 状 今 後 の 課 題

本市には指定文化財や歴史ある町並みをは
じめ、数々の遺産がありますが、多くはその
活用が特定の地域や文化財に限られ、広が
りを見せていません。

日本遺産の物語も活用し、市全域に点在し
ている価値ある遺産、貴重な伝統文化を、
講座の開催なども含めて広く発信していくこ
とが必要です。

価値ある文化財がいまだ地域に埋もれてい
る可能性が考えられます。

地域の協力を得て文化財の現況調査を定期
的に行うなど、価値ある文化財を継続的に
見いだしていくことが必要です。

歴史資料の保存と活用を行う体制の整備を
進めています。

保存された歴史資料について、より一層市
民が利用できる体制とすることが必要です。

郷土の偉人の顕彰活動や地域の文化活動の
担い手の高齢化により、後継者が不足して
います。

歴史文化や伝統を守り育てることの大切さな
ど、地域への愛着意識を啓発していくことが求
められています。また、子どもたちが身近にふ
れる機会も必要です。

2 - 2

日本遺産のまち 倉敷市

認定された3つの日本遺産ストーリー

「桃太郎伝説」の生まれたまち
おかやま

〜古代吉備の遺産が誘う鬼退治の物語〜

平成30（2018）年度認定

〜北前船寄港地・船主集落〜

荒波を越えた男たちの
夢が紡いだ異空間

平成30（2018）年度認定

一輪の綿花から始まる
倉敷物語

〜和と洋が織りなす繊維のまち〜

平成29（2017）年度認定

日本遺産とは

日本各地の歴史的魅力や特色につながる文化や伝統を語る「ストーリー」を文化庁が認定するもので、有形・無形の様々な地域の文化財で構
成されています。倉敷市は３つの日本遺産ストーリーが認定され、まさに「日本遺産のまち」となっています。
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市の施策

歴史文化や伝統の保存・継承と活用を図る

●基本方針

郷土の偉人の研究・顕彰、地域に根ざした文化活動を支援するとともに、その担い手の育成

につなげるため、啓発活動や、子どもたちをはじめとして市民が文化財に関わる機会の提供

により、地域への愛着と誇りを醸成します。

★

★ 地域の歴史的魅力や特色、後世に語り継がれる文化や伝統、そして本市の日本遺産を広く

発信するとともに、その活用による地域活性化を図ります。

文化財に関する資料、公文書や古文書などの歴史資料や情報を、市民がより利用しやすく

なるよう収集・公開に努めます。

★

★ 地域の協力のもと、地域に埋もれている文化財の調査を進め、先人達が残した貴重な文化

財を後世に引き継ぎます。

まちづくり指標 （重要業績評価指標）

後世に伝えたい歴史文化や伝統が継承
されていると思っている人の割合

子どもと一緒に地域の伝統行事に
参加したことがある人の割合

57.8%

65.3%

62%

73%

67%

80%

5年後 （R7）
目標値

10年後 （R12）
目標値現状値（R 元）

★は、「倉敷みらい創生戦略」（137頁〜）に関連する項目です。
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めざすまちの姿

●現状と課題

生活の中で、日常的かつ気軽にスポーツに親しむことができている

現 状 今 後 の 課 題

本市のスポーツ実 施率は、全国値と比較
して９ポイント以上低く、特に２０歳台から
５０歳台までの働く世代や女性の実施率の
低さが顕著となっています。

スポーツを行う動機づけや習慣化に取り組む
とともに、スポーツに親しむための機会や場、
情報の提供を行うなど、ライフステージに応
じた運動・スポーツ活動の推進が必要です。

スポーツは地域の活性化にも貢献していま
すが、地域スポーツの推進を担うスポーツ
推進委員の認知度が低いなど、地域スポー
ツの振興は十分とは言えません。

スポーツ推進委員などの地域のスポーツリ
ーダーが参画する地域スポーツの体制づく
りに努め、スポーツ参加人口の拡大を図る
ことが必要です。

スポーツ施設の老朽化が進行しています。
施設の長寿命化や利用者の利便性向上等
を踏まえた施設の整備・充実を図ることが必
要です。

アスリートの活躍が、市民のスポーツへの関
心を高め、応援機運を醸成するなど、社会
全体に活力を与えています。

ジュニア期からの中長期にわたる一貫指導・
支援体制の充実や指導者の養成による継
続的かつ効果的なアスリートの発掘・育成・
強化が求められています。

2 - 3

毎日 週1回以上 月1～2回以上

年数回程度 しなかった 無回答

158人
（13.8％）

345人
（30.1％）

153人
（13.3％）

9人
（0.8％）

196人
（17.1％）

286人
（24.9％）

スポーツを行う頻度 地域のスポーツ振興による効果

出典:倉敷市民のスポーツ振興に関する市民アンケート調査 (平成30年度実施)

1000 200 300 400 500（人）

地域の健康水準の向上

青少年の健全育成

高齢者・障がい者の生きがいづくり

世代間交流の促進

親子や家族の交流

特にないと思う

大会等の誘致による盛り上がり

その他

自身の余暇時間の有効活用

コミュニティの活性化 409

316

311

238

184

165

131

128

59

17
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市の施策

スポーツ活動を推進する

●基本方針

アスリートの発掘や育成、強化を継続的に行うことにより、本市の競技水準の向上を図ります。

★ 市民のだれもが、体力や年齢などに応じて、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツに親

しむことができる生涯スポーツ社会の実現をめざします。

施設の長寿命化などにより、だれもが身近に、気軽に、そして安全にスポーツに親しむこと

ができる環境整備を図ります。

★

★ スポーツを通じて、人と人、地域と地域の交流を促進し、活力ある絆の強い地域社会の実現

と地域経済の活性化につなげます。

まちづくり指標 （重要業績評価指標）

週１回以上スポーツをしている成人の割合

国民体育大会に出場する選手数

倉敷市スポーツ情報サイト
「Kurashiki Sports Navi」の閲覧数

42.9%

196 人

438,581 件

50%

200 人

700,000 件

55%

220 人

1,000,000 件

5年後 （R7）
目標値

10年後 （R12）
目標値現状値（R 元）

★は、「倉敷みらい創生戦略」（137頁〜）に関連する項目です。

★

★
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めざすまちの姿

●現状と課題

心に充足感やゆとりをもち、家庭と仕事の調和がとれている

現 状 今 後 の 課 題

事業所や市民の間ではワーク・ライフ・バラン
スへの理解が浸透している一方で、その必
要性への理解は十分ではなく、多くの事業
所においては多様な働き方のできる環境整
備が十分に進んでいません。

事業所・市民が、一人ひとりの事情に応じた多
様な働き方への理解を深めるための啓発とと
もに、あらゆるライフステージに応じた多様な
働き方を選択可能にする環境づくりの支援が
必要です。

仕事に追われ健康を害したり、仕事と子育て
や介護との両立に悩んだりする労働者が増
えています。

在宅勤務や介護に対応した短時間労働、子
ども同伴での就労や社内保育の環境整備な
ど、多様な就労形態に対応できる労働環境
の整備が必要です。

ハラスメントや不当な差別により就労環境
が悪化し、心の病での休職や退職を余儀な
くされる人が増えています。

就労環境の改善に取り組む企業に専門家等
を派遣するなど、企業内での啓発・教育の促
進が求められています。

働き方改革への理解を深め、社会通念とし
て定着させる必要があります。

働く人と企業の双方の啓発を行うとともに、
児童・生徒へのキャリア教育が必要です。

2 - 4

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）を知っていますか

出典：倉敷市男女共同参画に関する事業所アンケート結果 (令和元年度実施)

送付：200事業所 回答：98事業所 回答率：49.0%

言葉、内容ともに知っていて、
既に取り組んでいる（または取り組む予定である）

言葉、内容ともに知っている

言葉は聞いたことがあるが、内容については知らない

言葉、内容ともに知らない

回答なし

5事業所
（5.1％）

56事業所
（57.1％）

24事業所
（24.5％）

10事業所
（10.2％）

3事業所
（3.1％）
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市の施策

家庭や仕事と生活の調和がとれるよう支援する

●基本方針

働く人と企業の双方に理解を深めるための情報発信や啓発を推進するとともに、児童・生徒に

対して働き方についての意識醸成を図る教育を行い、仕事と生活の調和を考慮した働き方改

革への理解を深めます。

★

★

女性をはじめとした多様な人材が、自分の意志で生き方を選択し社会のあらゆる分野に参

画し活躍していくために、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現した社会を

めざします。

ハラスメントや障がいのある人、性的少数者、外国人に対する不当な差別の防止など、働く場

での人権問題に対して一層の啓発を図るとともに、積極的に改善に取り組む企業を支援します。

★

★

就労時間や就労場所に柔軟に対応できる労働環境、多様な就労形態を選択できる環境の整

備を促進します。

まちづくり指標 （重要業績評価指標）

自分や家庭の事情に合った働き方が
できていると思っている人の割合

余暇時間を有意義に過ごすことが
できていると思っている人の割合

働いている職場が、子育てに対する
理解があると思っている人の割合

73.2%

60.6%

66.1%

82%

65%

70%

85%

70%

75%

5年後 （R7）
目標値

10年後 （R12）
目標値現状値（R 元）

★は、「倉敷みらい創生戦略」（137頁〜）に関連する項目です。

★

★

★
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めざすまちの姿

●現状と課題

産業競争力が高く、多様な人材が働く機会に恵まれ、

将来の暮らしに希望をもつことができている

現 状 今 後 の 課 題

貨物船の大型化が世界的に進むなか、水島
港は港湾施設の水深不足などにより、効率
的な大量一括輸送に対応できていません。

水島港の岸壁・航路・泊地などの整備をより一
層促進することが必要です。

情報通信や医療系など、次世代産業技術を
学ぶ人材は多いものの、活躍できる場は少
ない状況です。

中小企業・小規模事業者は、自然災害や危
機発生時の事業継続力が弱い状況です。

地域で、次世代産業技術を学ぶ人材が活躍
できるよう、受け皿の確保が求められています。

中小企業や小規模事業者が危機に直面した
際に、製造場所などの確保、人員配備、広
域連携などの支援が必要です。

職人の減少に伴い、技術の承継が進んでお
らず、地場産業の衰退が顕著になっています。

若者の首都圏への流出が、労働人口減少に
つながっています。また、潜在的労働力であ
る女性、高齢者、障がい者の就労において、
求人と求職のニーズが一致しない傾向が顕
著になっています。

地場産業のイメージやブランド力の向上、新
たな地域資源の掘り起こしや、人材の確保・育
成、伝統技術の承継が必要とされています。

子どものキャリア教育、地域や産業界のニー
ズに対応した人材育成、若者や女性の起業・
創業支援や高齢者などの就業支援、障がい
者の雇用啓発などが必要です。

水島コンビナートは本市の産業の中核として
競争力強化に取り組んでいますが、近年の
国際競争は厳しさを増しています。

企業では、新規事業展開に必要な高度人材
の不足、後継者不在に加え、設備老朽化、
ICT 活用やグローバル化への対応など、様々
な課題が山積しています。

コンビナートの高付加価値化・脱炭素化に向け
た投資や、研究開発や新規事業が進出しやす
い環境整備、マザー工場化の支援が必要です。

新商品・新技術の開発、人材の育成、事業承
継、設備更新やICT化、国内外の販路開拓な
ど、「がんばる企業」の経営支援が必要です。

2 - 5

三大都市圏への年齢階層別の転入・転出状況 有効求人倍率の推移

出典：総務省住民基本台帳人口移動報告（平成30年） 出典：厚生労働省岡山労働局、倉敷中央公共職業安定所

（倍）

岡山県 倉敷中央

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元（年度）

1.09

1.35

1.31

1.43 1.50
1.70

1.81

1.99 1.99

1.41
1.49

1.76
1.93

2.04
2.10

0～9
歳

10～19
歳

20～29
歳

30～39
歳

40～49
歳

50～59
歳

60歳
以上

不詳

東京圏 名古屋圏 大阪圏

（人）

-400
-350
-300
-250
-200
-150
-100
-50
0
50

転
入
超
過
▲

▼
転
出
超
過



69

市の施策

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて縮小した経済を
早期に復興するため、産業競争力の強化と地場産業の振興、
雇用の確保・充実を図る

●基本方針

水島コンビナートの高効率化、高付加価値化、脱炭素化を進めるとともに、企業の研究開発や

新規事業創出に向けた取組などを支援し、アジア有数の競争力をもつコンビナートとしての

持続的発展をめざします。

市の経済と雇用の基盤を支える中小企業・小規模事業者の持続的発展に向けた経営体質

の健全化、経営基盤の強化、競争力強化、事業承継などの取組を支援します。

★

★

★

国・県・民と連携して、水島コンビナートの重要な物流拠点であり、中四国を中心とした西

日本の物流のハブとなる水島港の整備を促進し、競争力強化を図ります。

繊維などの地場産業や、伝統分野における技術を継承するため、地域資源の魅力発信を行うと

ともに商品開発や販路開拓を支援し、競争力を強化することで次世代の人材確保に努めます。

労働力人口の減少が進むなか、就労意欲と能力をもつ人材の就労促進、潜在的労働力の確

保を進め、雇用の確保・創出による労働力の安定を図ります。

★

★

★

★

次世代産業技術を学ぶ人材が活躍できるよう、イノベーション分野を含めた、地域への経

済波及効果の高い企業の誘致・育成に取り組み、持続的な産業力の強化を進めます。

中小企業・小規模事業者について、危機発生時の事業継続の取組を支援します。

まちづくり指標 （重要業績評価指標）

自分の仕事にやりがいを感じている人の割合

市内製造業粗付加価値額

市内高等教育機関（大学・短期大学等）
卒業生の市内就職率

市内情報通信業売上

69.3%

21.9%

75%

24%

80%

28%

5年後 （R7）
目標値

10年後 （R12）
目標値現状値（R 元）

★は、「倉敷みらい創生戦略」（137頁〜）に関連する項目です。

★

★

★

★ 6,420 億円
（H30）

89.2 億円
（H28）

6,495 億円
（R6）

108.5 億円
（R3）

7,171 億円
（R11）

132.0 億円
（R8）
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めざすまちの姿

●現状と課題

商業の活性化が地域に活力を生み、

時代の流れに対応したビジネスの創出や起業が進んでいる

現 状 今 後 の 課 題

市中心部では、JR 倉敷駅南北の再開発など
で新たな賑わい創出が期待されています。

JR 倉敷駅周辺の日常生活を支える商店の支
援や、美観地区の文化施設などとの連携も踏
まえた観光客が訪れる商業施設などの立地
支援が必要とされています。

感染症などの新たな課題が生じるなか、事
業者には、多種多様な形での商品・サービス
の提供や発信、業態変化や進化への対応が
求められています。

経済情勢、社会情勢に対応し、事業者が自
らの強みを生かしていく取組への支援が必
要です。

起業者の増加は、地域経済の持続的発展
や地域の雇用拡大につながることから、起
業支援に取り組んでいます。

資金支援や経営知識の習得支援、インキュ
ベーション施設( 起業を支援する入居施設 )
の運営など、起業者支援への取組の継続が
必要とされています。

市内の商店街は、経営者の高齢化や後継者
不足によって、空き店舗の増加、店舗の老朽
化に伴う空き地や駐車場化が進んでいます。

急速な経営環境の変化の中で、事業者には、
Society5.0への対応や、地域資源・特産品を
活用した新たなビジネスの創出が求められ
ています。

地域の特性を生かした商店街の魅力向上の
取組や、空き店舗解消の取組を支援するこ
とが求められています。

地域資源・特産品を活用した新商品・新技術
の開発、先端設備の導入などの支援が必要
とされています。

2 - 6

出典：商業統計調査
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市の施策

商業振興による地域の活性化を図るとともに、

新分野への進出・起業がしやすい環境を整える

●基本方針

地域の消費や雇用を支えるとともに、まちの拠点や地域コミュニティ形成として重要な商店街

の活性化を図ります。

★

★

市中心部において、JR倉敷駅を中心とした南北の回遊性向上による一体化を促進し、更な

る賑わいと活力の創出を図ります。

起業を地域経済の活性化にとって重要な経済活動と捉え、起業を志す人を継続して支援し、起

業機運を醸成します。

次代の先端技術や地域資源・特産品の活用、農商工連携の促進などにより、新商品・新技術

の開発につなげ、新たなビジネスの創出を図ります。

★

★

★

経済情勢や社会情勢を踏まえ、感染症などの新たな課題に対応し、事業者が自らの強みを

生かしていく多種多様な取組を支援します。

まちづくり指標 （重要業績評価指標）

商店街の休日1日当たりの歩行者・
自転車通行量

創業サポートセンターを活用した創業件数

商業年間商品販売額

40,129 人

353 件

43,000 人

375 件

45,000 人

400 件

5年後 （R7）
目標値

10年後 （R12）
目標値現状値（R 元）

★は、「倉敷みらい創生戦略」（137頁〜）に関連する項目です。

★

★

★

1,047,738
百万円

1,100,125
百万円

1,152,512
百万円

（H28） （R3） （R8）
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めざすまちの姿

●現状と課題

将来にわたり持続可能な魅力ある農業や漁業が営まれている

現 状 今 後 の 課 題

高齢化や後継者不足などにより農業者が減
少し、地域の中心的担い手である認定農業者
も減少傾向にあります。優良な農地、農業用
施設の維持管理にも影響が生じています。

地域の実情に合わせた担い手の確保が必要
です。また、非農家も含め、地域での農地や
施設の維持管理、良好な農地の整備、水路の
改修、樋門の電動化など、農業生産基盤の整
備と負担軽減を図る必要があります。

市内の農地の作付面積の割合は、水稲が大
部分を占めていますが、水稲の農業産出額は
全体の３割程度で収益性が高くありません。

漁場環境の変化、漁業者の減少、魚価の低
迷などにより、漁業経営は非常に厳しい状
況にあります。

休耕田を含めた水田の効率的な活用や、収
益性が高い、果樹や野菜等の高収益作物へ
の転換が必要です。6次産業化などによる農
業所得向上の取組も必要とされています。

漁場環境に即した漁業振興が必要です。ま
た、新規就業者の確保と漁業施設の近代化
が必要とされています。

市特産の農産物は、高品質で高い評価を得
ていますが、首都圏や海外への販路拡大のた
め、一層の供給力強化が求められています。

各産地が足並みをそろえ、生産面積の拡大や
先進技術の導入などにより、供給力を強化し、
品質を均等に高めていく必要があります。

耕作放棄地が増加しています。また、小規模
な農業経営体の割合が高くなっています。

消費者の低価格志向、人口減少などに伴い農
林水産物の消費の減少が見込まれています。
また、ライフスタイルの変化などにより、地産
地消を意識する機会が減少しつつあります。

担い手への農地の集積・集約化を進めていく必
要があります。

消費者が積極的に地元農林水産物を選択で
きる機会を増やすとともに、個々のライフスタ
イルやニーズに合わせて提供できる取組が必
要です。

2 -7

出典：農林業センサス（倉敷市統計書） 出典：漁業センサス（倉敷市統計書）

販売農家における農業就業人口の推移 漁業就業者数の推移
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市の施策

活力ある農業や漁業を守り、豊かな資源を次世代に継承する

●基本方針

農地を維持しつつ地域農業の持続的発展を図るため、農地の集積・集約化を進めます。

★

★

農業が魅力とやりがいのあるものとなるよう、生産基盤の拡充を図り、担い手の確保・育成

に努めて、効率的かつ安定的な農業経営の育成を図ります。

農産物の供給力を強化するとともに品質を均等に高める取組を進め、市特産の農産物のブラン

ド力の維持・強化を図ります。

消費者が地元農林水産物を消費できる機会を増やし、地産地消に対する市民の理解を深め

て、消費拡大を図ります。

つくり育てる漁業を推進し、水産資源の維持・増大に努めるとともに、新規就業者の確保と

漁業施設の近代化を図り、漁獲物の商品価値向上と漁業経営の安定化をめざします。

★

★

★

★

水田の効率的活用や高収益作物への転換を図るとともに、6次産業化への支援などにより、

農業所得向上につなげます。

まちづくり指標 （重要業績評価指標）

新規就農者数

担い手の農地利用集積率

漁業所得

15 人

21.3%

405 万円

32.1%

453 万円

43%

498 万円

5年後 （R7）
目標値

10年後 （R12）
目標値現状値（R 元）

★は、「倉敷みらい創生戦略」（137頁〜）に関連する項目です。

★

★

★

60 人
（R3 〜 R7 累計）

120 人
（R3〜R12累計）
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めざすまちの姿

●現状と課題

倉敷の魅力を国内外にPRし、

たくさんの人が訪れるようになっている

現 状 今 後 の 課 題

スマートフォンや SNS の普及などにより、行
政だけでなく、市民や事業者、倉敷を訪れた
観光客による情報発信も必要とされています。

紙やウェブサイト、SNSなどを組み合わせ、そ
れぞれの特性を生かしたきめ細かい情報を、
様々な主体が発信することが必要です。

観光客のニーズや関心は多様化しており、き
め細かい対応が求められています。

外国人を含む観光客の受け入れ環境整備に
向けて、無料Wi-Fiサービスの提供や、おもて
なし人材の育成・活用に取り組んでいます。

これまで開発してきた観光資源の磨き上げと、
魅力ある地域資源の更なる発掘が必要です。

ユニバーサルデザインの推進や新しい生活様式
への対応、災害時の安全確保など、観光客のニー
ズに対応できる受入環境の更なる整備が必要です。

岡山市や福山市、また高梁川流域圏域など
広域で連携して、それぞれの強みを生かし
た観光コースの開発や、観光客誘致の活動
を行っています。

三大都市圏、とりわけ東京圏へ、特に若い
世代の人口が流出しています。

広域連携の更なる推進によって周遊促進を図
るとともに、新たに他の圏域との連携などに
も取り組む必要があります。

人口流出に歯止めをかけ、人が集うまちをめ
ざして、魅力発信をはじめとした移住定住
施策が必要です。

市内の様 な々地域・地区に観光地が点在していま
すが、観光客の周遊性は高くない状況にあります。

官民連携での国内外の旅行博や商談会へ
の参加など、観光 PR を展開していますが、
新型コロナウイルス感染症の流行下におい
ては積極的な展開ができず、国内外からの
観光客も大きく減少しています。

来訪者の満足度向上のため、観光地へのアクセ
ス向上と周遊につながる工夫が求められています。

歴史的建造物等を活用した国内外のコンベン
ション等の誘致や、その推進体制づくりが必要
です。併せて、新型コロナウイルス感染症に対
応した誘致活動の強化や修学旅行・外国人観
光客誘致に向けた素材の開発などが必要です。

2 - 8

出典：岡山県観光客動態調査（倉敷市文化産業局観光課） 出典：公益社団法人倉敷観光コンベンションビューロー

※公益社団法人倉敷観光コンベンションビューロー加盟の回答対象宿泊施設

観光客数の推移 市内宿泊者数の推移
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市の施策

倉敷の魅力を発信し、受入環境を整備して交流人口の増大を図る

●基本方針

二次交通の充実など、周遊性を高める観光インフラの整備を推進します。

★

★

多様な情報媒体を効果的に活用し、市の魅力を国内外へ積極的に情報発信します。

高梁川流域圏の観光力の強化を図るとともに、新たな地域との連携など更なる広域連携の

推進により、周遊性を高めます。

コンベンション、文化芸術、スポーツなどのイベントを活用した誘客や、オンラインなども含め

た国内外の旅行博や商談会への出展等による誘致活動の強化を図ります。また、新型コロナウ

イルス感染症の流行下においては県内・近県へのプロモーションを強化するとともに、収束後の

外国人観光客の誘客に向け、東アジアやヨーロッパ圏などの現地での情報発信を強化します。

観光客のニーズや特性を踏まえ、災害時の安全確保や多言語対応、新しい生活様式への対

応など、外国人を含めた観光客の受入体制の充実を図ります。

活力あふれ、持続可能なまちづくりを実現するため、移住定住を促進します。

★

★

★

★

★

多様化する観光客のニーズや特性を捉え、市全域にひろがる日本遺産の物語も活用し、様々な観点

からの観光資源の創出や観光イベントの魅力向上を図り、観光客数と観光消費額の増加をめざします。

まちづくり指標 （重要業績評価指標）

市内主要観光地の観光客数

市内宿泊客数

シティセールスに関するタグづけを
されている投稿回数

シティセールス・観光・日本遺産関連ウェ
ブサイトへの訪問回数（セッション数）と、
シティセールス・観光関連フェイスブック
の投稿が届いた人数（リーチ数）の合計

移住促進施策を通じた移住世帯数

5,208 千人 5,800 千人 6,400 千人

949 千人

9,200 回

4,340,259 件

20 世帯

1,100 千人

4,578,000 件

1,200 千人

5,180,000 件

5年後 （R7）
目標値

10年後 （R12）
目標値現状値（R 元）

★は、「倉敷みらい創生戦略」（137頁〜）に関連する項目です。

★

★

★

★

★ 33,200 回
（R3 〜 R7 累計）

120 世帯
（R3 〜 R7 累計）

63,200 回
（R3 〜 R12 累計）

300 世帯
（R3 〜 R12 累計）
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3

生活環境・防災・都市基盤

〈繋〉
つなぐ
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めざすまちの姿

自然環境が守られ、環境と経済・社会とのバランスが保たれている

●現状と課題
現 状 今 後 の 課 題

生活スタイルの変化により、自然とふれあう
機会が減少しており、私たちの暮らしが自然
の恵みを得て成り立っているという意識が希
薄化しています。

自然とふれあえる場や、自然と関わる機会
を提供するとともに、環境意識向上に向け
た取組を行うことが必要です。

宅地開発などに伴い自然の豊かな緑が失わ
れています。また、市街地ではブロック塀で
囲まれた住宅地などが多く、潤いや安らぎ
を感じられる緑が不足しています。

宅地開発後も緑が保全されるよう市民や事
業者などとの連携を強化し、通りの生け垣
や花壇の設置を支援するなど、多様なまち
の緑化を推進する必要があります。

経済活動の発展とともに社会生活は豊かに
なった一方で環境破壊が危惧されています。

環境と経済・社会のバランスを保ちながら、
すべての市民・事業者に環境配慮への積極
的な取組を促進する必要があります。

環境汚染や開発行為などにより、多くの野
生動植物が絶滅の危機に瀕しています。ま
た、外来生物が地域固有の生態系や生物多
様性への脅威となっています。

市内に生息する生き物について生息実態調
査などを行い、生物多様性の確保や情報提
供に努めることが必要です。

3 -1

出典：倉敷市の環境白書（資料編）、「出前講座（環境学習講座）等受講者数」より

環境関連教室開催数の推移
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市の施策

地域の環境と経済・社会が調和した、

持続可能なまちづくりを推進する

●基本方針

自然保護への意識啓発を推進するとともに、地域固有の生態系の確保、野生動植物の種の保存

など生物多様性の確保を図ります。

自然とふれあえる場を整え、機会を提供するなど、自然とのふれあいを促進するとともに、多

くの市民が身近なところで、環境学習や環境活動の場や機会が得られるよう充実を図ります。

★

環境をよくすることが経済・社会を発展させ、地域が活性化することによって環境もよく

なるといった環境と経済・社会の好循環の創出に努めます。

★

まちの緑化を推進し、潤いと安らぎのある生活空間の充実を図ります。★

まちづくり指標 （重要業績評価指標）

環境学習満足度

身近なところで、生き物（動物、昆虫や植
物など）にふれあえる場や機会（イベント
を含む）があると思う人の割合

身近な地域の緑の量が多いと感じて
いる人の割合

88.9%

32.8％
（R2）

35.1％

90.5%

38％

37.1％

92%

43％

38.5％

5年後 （R7）
目標値

10年後 （R12）
目標値現状値（R 元）

★は、「倉敷みらい創生戦略」（137頁〜）に関連する項目です。

★

★

★
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めざすまちの姿

水と空気と大地がきれいで、

環境負荷の少ないまちがつくられている

●現状と課題
現 状 今 後 の 課 題

市内の水質や大気などについて継続的に調
査・監視していますが、一部で環境基準値を
超過することがあります。

工場・事業場などに対する基準順守・汚染物
質排出低減の指導強化や、市民に対する各
種イベントなどでの啓発活動が必要です。

全市一斉ごみ0(ゼロ)キャンペーンなど、市
民の自主的な地域の環境美化活動を支援し
ています。

環境美化活動への参加を通じて、さらに環
境美化意識の向上を図ることが重要です。

人目のつきにくい場所などでは、いまだにご
みの不法投棄があります。

地域住民と連携して不法投棄をしない・させ
ない雰囲気づくりに、さらに取り組む必要が
あります。

下水道、合併処理浄化槽などの整備を進め
ていますが、耐用年数を超えた下水道施設
や適正に管理されていない浄化槽などがあ
り、対策が急務となっています。

公共用水域における良好な水環境の実現の
ため、耐用年数超過や適正な管理がされて
いない施設については、特に早急かつ計画
的な整備が必要です。

3 - 2

出典：全市一斉ごみ０（ゼロ）キャンペーン 実績出典：倉敷市環境リサイクル局

汚水処理施設人口普及率の推移 全市一斉ごみ ０（ゼロ）キャンペーン参加者の推移
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市の施策

安心と安らぎがあり、環境負荷の少ない美しく快適な

生活環境の確保を図る

●基本方針

下水道、合併処理浄化槽などの汚水処理施設の整備や既存施設の維持管理などを適切に行い、

公共用水域における良好な水環境を継続的に実現します。

大気環境、水環境などの状況を的確に把握し、市民へのわかりやすい情報提供や生活排水

対策の啓発を行うとともに、排出事業者等への指導を強化することにより汚染物質の排出

を抑制します。

不法投棄監視員による巡回・監視活動を強化し、未然防止や早期発見により不法投棄のな

いきれいなまちをめざします。

全市一斉ごみ0（ゼロ）キャンペーンなど、市民や市民公益活動団体、事業者による自主的な

地域の環境美化活動を支援します。

まちづくり指標 （重要業績評価指標）

大気環境基準達成率

汚水処理人口普及率

清掃活動に参加している人の割合

84.7%

92.7％

65.5％

85.6%

96.3％

72％

86.4%

97.1％

75％

5年後 （R7）
目標値

10年後 （R12）
目標値現状値（R 元）
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めざすまちの姿

リデュース（ごみの発生抑制）、リユース（再使用）、リサイクル（ごみの

再生利用）が徹底され、環境に配慮した循環型社会が形成されている

●現状と課題
現 状 今 後 の 課 題

近年、大量生産・大量消費社会が世界的に
広がりつつあり、生活環境を悪化させる懸念
があります。

SDGsでは、令和12(2030) 年までにごみの
発生を大幅に削減することを目標としており、
倉敷市でも、マイバッグの利用促進や食品
ロス削減の啓発など、一人ひとりの意識・行
動を変えていく取組が必要です。

事業活動で生じたごみは、景気の動向に影
響されやすいものの、減量化が進んでいな
い状況です。

排出事業者へのごみの排出抑制に向けた指
導や、処理事業者への適正処理の指導・監
督の強化が必要です。

ごみ処理施設のなかには、老朽化の著しい
施設や令和7(2025)年に事業契約が終了す
る施設があります。

ごみ処理施設の整備などにより、安定的か
つ適切なごみ処理を行い、資源循環を促進
する必要があります。

家庭ごみ（1人1日当たり）は着実に減量して
いますが、「燃やせるごみ」のうち、生ごみが
4割近く、資源化できる紙類・ペットボトル類
は約2割を占めています。

生ごみの水切りや処理容器の活用、雑がみ
の分別やペットボトルの回収の徹底などが
必要です。

3 - 3

出典：くらしキック20

1人1日当たりの家庭ごみの排出量の推移
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市の施策

資源を有効に活用し、環境に配慮した循環型社会の実現を図る

●基本方針

生ごみの水切りやごみの分別などの徹底を啓発することにより、家庭ごみの更なる減量化・資

源化を進めます。

環境教育を推進するとともに、市民・事業者・行政のそれぞれが相互に連携・協働してその

役割を果たしながら、3R（リデュース、リユース、リサイクル）に徹底して取り組み、なかで

もリデュース、リユースを優先し、環境に配慮した循環型社会の形成をめざします。

環境に配慮し、安全で安定したごみ処理施設の整備を推進します。

事業者への指導強化などにより、事業活動で生じるごみの減量化・資源化及び適正処理を

進めます。

まちづくり指標 （重要業績評価指標）

１人１日当たりの家庭ごみ排出量

事業ごみ（一般廃棄物）年間排出量

リサイクル率

70,849t

11.4%
（46.0%）

469グラム509グラム

66,817t

22.3%

440グラム

62,814t

25.3%

5年後 （R7）
目標値

10年後 （R12）
目標値現状値（R 元）

※

※参考：（　）内は資源循環型施設分を含むリサイクル率。施設は R6年度末で事業終了
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めざすまちの姿

脱炭素社会の実現に向け、だれもが地球温暖化対策を推進している

●現状と課題
現 状 今 後 の 課 題

これまで、CO2・フロンなどの温室効果ガス
が大量に排出され、地球が温暖化しています。
特にCO2は、石炭、石油といった化石燃料の
燃焼などで膨大な量が排出されています。

市民・事業者・行政などの各主体が、省エネ
ルギーや再生可能エネルギーの導入などに
取り組み、脱炭素社会の形成を推進してい
く必要があります。

地球温暖化対策にあたっては、太陽光や風
力、地熱などの再生可能エネルギーの利用
や、環境性能に優れた自動車の普及などが
有効とされており、世界的にも取組が進めら
れています。

「晴れの国おかやま」という太陽エネルギー
の利用に有利な気象条件や、電気自動車の
生産地であることなど、地球温暖化対策の
鍵となる市の地域特性を生かすことが大切
です。

地球温暖化の進行に伴い、「集中豪雨や大
雨」「猛暑」のリスクがさらに高まることが危
惧されています。

気候変動の影響による被害の回避、軽減対
策（適応策）について、普及啓発や、本市の地
域特性に応じた効果的な推進が必要です。

家庭からの温室効果ガスの排出量は、平成
24(2012) 年以降、ゆるやかに減少していま
すが、脱炭素社会の実現に向けては、更なる
削減が求められます。

無駄な電気を使わない、自転車利用などの
エコ移動を推進するなど、環境にやさしいラ
イフスタイルの普及が必要です。

3 - 4

出典：中国経済産業局調べ（H20〜H24）、中国電力調べ（H25）
経済産業省資源エネルギー庁ＨＰ

「固定価格買取制度・設備導入状況の公表」（H26〜R元）出典：倉敷市温室効果ガス排出量・吸収量の算定・評価業務報告書

温室効果ガス排出量の推移 太陽光発電システム導入件数（10kW未満）の推移
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市の施策

脱炭素社会の実現に向けた地球温暖化対策を推進し、

地域特性に応じた適応策を実施する

●基本方針

暮らしの中での省エネルギーへの取組や、公共交通機関や徒歩・自転車によるエコ移動など、

脱炭素型ライフスタイルへの転換を促進します。

事業者の省エネルギー機器・設備や、太陽光発電システムをはじめとした再生可能エネル

ギーの導入などを促進します。

気候変動の影響による被害の回避・軽減対策（適応策）について、市民・事業者などの理解を

深めるため、情報提供や普及啓発を行います。また、本市の地域特性に応じた適応策を効果

的に推進します。

再生可能エネルギーや環境性能に優れた自動車などを行政が率先導入します。また、電力

の地産地消を推進するため、ごみ処理施設等で自家発電した電力を他の公共施設で消費で

きる仕組みを構築します。

まちづくり指標 （重要業績評価指標）

市全体から排出される
温室効果ガスの削減割合

（H25年度 34,519千ｔ-CO2 比）

世帯当たりの年間温室効果ガス排出量

太陽光発電システムの導入件数
（10kW未満）

5.0% 削減
（H29）

5,037kg-CO2

（H29）

18,642 件

8.3% 削減

4,300kg-CO2

25,000 件

11.6% 削減

3,800kg-CO2

30,000 件

5年後 （R7）
目標値

10年後 （R12）
目標値現状値（R 元）

※国や県の削減目標の見直しに合わせて、今後、目標値を再設定する予定。

※ ※

※ ※
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めざすまちの姿

行政と市民、企業などが連携し、防災・減災対策や感染症対策などを

積極的に進めるとともに、だれもが命を守る意識をもっている

●現状と課題
現 状 今 後 の 課 題

近年、自然災害が頻発しており、平成30年7
月豪雨災害からの1日も早い復興に取り組む
とともに、経験を踏まえた防災・減災対策に
努めています。

災害時や被災後の復旧時に、行政、市民、
企業との連携や協力は欠かせないため、災
害時の協定や、経験を踏まえた連携の仕組
みづくりなどが必要です。

災害が発生した時に、迅速に対応できるよう、
災害への備えを進めています。

安心して住み続けられるまちづくりに向けて、
防災拠点の整備・充実など、備えや対応を戦
略的に進めていくことが重要です。

緊急時には誰もがまず命を守ることが大切
であり、自主防災組織を増やし、防災士と連
携するなどして、防災・減災意識の向上に努
めています。

防災訓練や防災教育などを通じて、「自助」
「共助」「公助」の防災理念の共有を図り、だ
れもが自分の命を守る意識をもつことが必
要です。

災害などの緊急時には、市民などに的確に情
報を提供することが、防災・減災につながります。

総合情報防災システムを活用し、災害時に迅
速・的確な情報提供をしていくことが重要です。

大規模な地震発生時に、安全・安心に人や
物が輸送できる鉄道を確保するための耐震
化が図られていません。

災害時の鉄道輸送を守るため、水島臨海鉄
道、井原鉄道が行う耐震化を支援する必要
があります。

緊急時に備えた体制整備を進めていますが、
新型コロナウイルスなどの新たな感染症の
流行や想定を超える災害については対応に
苦慮することがあるのが現状です。

新たな感染症の流行や大規模災害発生時
に、市民の健康被害を最小限に抑えるため
の適切な対応がとれるよう、関係機関との
連携を図ることが必要です。

全国的に浸水被害や土砂災害が頻発化する
中、河川や水路等の治水・浸水対策、無電柱
化、耐震化など、国や県と連携した様々な対
策が求められています。

小田川合流点付替え事業や堤防強化、排水
機場等の長寿命化などのハード対策に加え、
関係機関などと連携して、災害に強いまちづ
くりを進めていくことが重要です。

3 - 5

避難所運営研修 ダンボールベッドの組み立て訓練
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市の施策

防災・減災意識を高め、災害に強いまちをつくる

●基本方針

国や県と連携し、河川や水路及び排水機場の改修や急傾斜地の対策を行うとともに、総合的な

浸水対策を推進し、避難場所となる公共施設の防災機能の充実、無電柱化の推進、公共施設や

住宅等建築物及び大規模盛土造成地の耐震化の推進など、災害に強いまちづくりを進めます。

★

平成30年7月豪雨災害からの1日も早い復興に取り組むとともに、災害での経験を踏まえ、

行政と市民、企業などが連携して、将来の災害に備えるための防災・減災対策に努め、市全

体の防災力の向上をめざします。

★

「自助」「共助」「公助」の防災理念のもと、防災訓練や防災教育などを通じて、市民の更なる

防災・減災意識や知識の向上を図ります。

市民一人ひとりが災害に備え、まずは自分の命を守る「自助」の意識を高めるとともに、近

隣や地域において市民が助け合い、かつ、支え合う「共助」の取組に参加します。

★

まちづくり指標 （重要業績評価指標）

自主防災組織カバー率 73.3% 90% 100％

14 件 150 件 300 件

58.3%

109 件

90％

300 件

100％

500 件

地区防災計画の取組件数

防災訓練や防災教育の実施件数

災害発生時のために、日頃から家族で
備えをしている人の割合

5年後 （R7）
目標値

10年後 （R12）
目標値現状値（R 元）

★

★

★

★

消防体制や、備蓄・配送などの防災拠点の充実を図ることで、災害発生時の的確で迅速な対

応をめざし、市民が安心して住み続けられるまちづくりを進めます。

★

市民に防災情報を迅速かつ的確に知らせるとともに、災害時の情報を集約して的確な判断

ができるように災害対応機能の充実強化を図り、防災力の向上をめざします。

★

災害時における鉄道輸送の経路を維持することで、安全・安心に人や物が輸送できるまちを

めざします。

★

新たな感染症や、大規模災害などの緊急時に市民の健康被害が最小限に抑えられるよう、

健康危機管理体制の強化を図ります。

★

★は、「倉敷みらい創生戦略」（137頁〜）に関連する項目です。
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めざすまちの姿

常に安全でおいしい水が届き、安心して暮らすことができている

●現状と課題
現 状 今 後 の 課 題

原水の状況に応じて水道水を管理し、水質
基準は満たしていますが、時期や地域によっ
て、塩素濃度がばらついたり、かび臭がわず
かに発生したりすることがあります。

従来の塩素処理に加え、新たな浄水処理方
法も検討し、残留塩素濃度の均一化に取り
組む必要があります。

人間社会の水の使用と環境保全に果たす水
の役割のバランスをとるため（健全な水環境
維持）、水道事業は重要ですが、水道水の製
造や配水には多くのエネルギーを使用します。

健全な水環境維持のため、啓発活動を進め
るとともに、水道事業における省エネルギー
型機器の導入や再生可能エネルギーの利用
が必要です。

水道利用者に対して、水道事業の取組があ
まり認知されていません。

水道利用者のニーズを十分汲み取り生かす
ことにより、水道事業への理解を促す必要
があります。

水需要の減少により、水源の水量や浄水場の
施設能力の余剰が発生し、事業効率が低下し
ています。また、大地震発生時には、施設へ
の被災も想定され、広範囲な断水に対して市
単独では対応できない可能性があります。

効率性を高めるための水道施設の統合やダ
ウンサイジング、水道管路や設備の耐震化を
進める必要があります。また、既存マニュアル
の見直しや訓練、他の水道事業体との連携強
化による災害時の対応力強化が必要です。

3 - 6

西原加圧ポンプ場（尾原地内）（撮影：令和元年10月）
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市の施策

安全でおいしい水を安定的に届ける

●基本方針

水道施設などの効率化や耐震化を含めた整備を進めるとともに、広域での連携強化も含めて

多発する自然災害への対応を強化し、災害時の水道被害を最小限に食い止めることをめざし

ます。

水質管理体制を強化し、新たな浄水処理方法の検討なども進めることで、水道水の更なる

水質向上を図り、「おいしい水道水」をめざします。

様々な媒体を利用した新たな情報発信、情報収集に取り組み、水道利用者の求めるニーズ

を的確に捉え、水道事業サービスの向上を図ります。

健全な水環境を守るため、啓発活動を進めるとともに、水道事業における省エネルギー化

や再生可能エネルギーの利用にも取り組み、自然環境に配慮した事業運営を行います。

まちづくり指標 （重要業績評価指標）

水道基幹管路の耐震適合率

水道水を飲料水として直接飲んでいる
人の割合（直接飲用率）

残留塩素濃度のばらつき（標準偏差）

39.0%

96.9%

0.072mg/L

49%

97.5%

0.065mg/L

58%

98%

0.060mg/L

5年後 （R7）
目標値

10年後 （R12）
目標値現状値（R 元）
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めざすまちの姿

だれもが安全で快適に移動できる道路環境となっている

●現状と課題
現 状 今 後 の 課 題

交差点での衝突事故や水路等への転落事
故などが、依然として頻繁に発生しています。
また、バリアフリー化されていない歩道が多
くあります。

カーブミラーや照明などの交通安全施設を
引き続き整備していくことが必要です。また、
歩道のバリアフリー化が必要です。

道路構造物の多くが建設後50年を経過して
います。

老朽化した道路構造物の点検・補修を適切
に行い、利用者の安全を確保することが必
要です。

車の路上駐車や放置自転車が市民の通行の
妨げになっています。

啓発活動や街頭指導などの地道な活動の
継続が必要です。

主に幼児、児童を対象として交通安全教室を
実施していますが、高齢者向けの交通安全教
室の実施回数が少ない状況です。

高齢者が参加する老人クラブ活動などの機
会を活用し、交通安全教室の受講機会の拡
大を図り、高齢者の交通事故防止につなげる
ことが必要です。

3 -7

出典：倉敷市市民局生活安全課出典：岡山県警察本部交通企画課
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市の施策

安全で快適な道路環境を確保する

●基本方針

市民一人ひとりが交通ルールを守り、正しい交通マナーを実践できるよう、幼児から高齢者まで、

それぞれのライフステージに合わせて交通安全教育を行うなど啓発活動の充実に努めます。

交差点、水路沿いの道路などの危険個所で、交通安全施設の整備の充実に努めます。また、

歩道のバリアフリー化を進め、道路の安全で快適な通行を確保します。

啓発活動や街頭指導などの継続により、通行の妨げとなる車の路上駐車や放置自転車の防

止を推進します。

橋りょう・トンネル・横断歩道橋・道路などの道路ストックの点検や補修による長寿命化を

図り、維持管理費の縮減に努めるとともに、道路利用の安全・安心の確保を推進します。

まちづくり指標 （重要業績評価指標）

交通事故（人身）発生件数

歩道のバリアフリーが進んでいると
思う人の割合

1,268 件

10.7%

1,050 件

22%

945 件

33%

5年後 （R7）
目標値

10年後 （R12）
目標値現状値（R 元）
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めざすまちの姿

市中心部の拠点性が高まるとともに、各地域・地区の中心部の

利便性が向上するまちづくりが行われている

●現状と課題
現 状 今 後 の 課 題

市中心部や各地域・地区の中心部では、低未
利用地（適正な利用の程度が低い土地）が
増加するなど市街地の空洞化が進み、また、
児島・玉島・水島の商店街では、空き店舗の
増加や歩行者の減少などにより、かつての
賑わいが低下しています。

各地域・地区の役割に応じた都市機能を適
正に配置し、官民連携による拠点内の低未
利用地の有効活用を図ることで、居心地が
よく歩きたくなるまちなかを形成し、賑わい
を創出していく必要があります。

倉敷駅周辺は、本市の玄関口としての拠点
性が求められる一方で、公共施設などが未
整備のまま住宅地が形成されており、中心市
街地にふさわしい都市基盤整備や土地利用
がなされていません。また、小規模な駐車場
の無秩序な増加や歩行者が憩える空間が少
ないなど、ひと中心の空間となっていません。

倉敷駅周辺では、土地区画整理事業などに
より、公共用地や民有地の有効活用を促進
する都市基盤整備を着実に進め、まちの顔と
なる魅力ある環境を創出する必要があります。
また、駐車場の適正な配置や小規模駐車場
の集約などにより車の流入を抑え、快適な歩
行者空間を確保する必要があります。

倉敷駅周辺をはじめ、市内の主要道路では慢
性的な渋滞が発生しており、緊急車両の通行
が妨げられ、企業の物流の効率の低下やバス
の遅延等、住民の生活や安全、観光客の移動
などに大きな支障をきたしています。

各地域・地区の中心部を結ぶ国道や主要地方
道、都市計画道路などの幹線道路網を整備
し、渋滞緩和による利便性や安全性の向上を
図るとともに円滑な交通ネットワークを確保
する必要があります。

3 - 8

市中心部では、踏切による慢性的な交通渋
滞が発生するなど、鉄道により市街地が分
断されており、市街地の一体的な発展が妨
げられた状況が続いています。

市中心部において、交通渋滞の要因となる
危険な踏切をなくし、だれもが快適に移動
できる多数の鉄道と交差する道路を確保す
る必要があります。

阿知3丁目東地区市街地再開発事業（完成イメージ図） 倉敷駅周辺第二土地区画整理事業（完成イメージ図）
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市の施策

各地域・地区の中心部の利便性が向上するまちづくりを推進する

●基本方針

国道2号や主要地方道、都市計画道路などの幹線道路網の整備を進め、拠点間相互の連携によ

り、まち全体としての総合力を強化します。

各地域・地区の拠点の役割に応じた都市機能の集積強化や官民連携での土地の有効活用な

どを図ることにより、暮らしを支え、活気を生み出す魅力的な市街地を形成します。

倉敷駅付近の鉄道を連続して高架化し、交通円滑化を図るとともに、安全性や防災性の向上、

市街地の分断解消を図ることにより、市中心部の拠点性を高めます。

市中心部の都市基盤整備を推進するとともに、地域の実情に応じた市街地整備を図ります。

また、まちなかを車中心からひと中心の魅力ある空間へと転換していきます。

まちづくり指標 （重要業績評価指標）

116,656 人

35.2%

124,000 人

49%

128,000 人

66%

5年後 （R7）
目標値

10年後 （R12）
目標値現状値（R 元）

★は、「倉敷みらい創生戦略」（137頁〜）に関連する項目です。

★

★

★

★

倉敷駅を中心とする中心市街地に
おける歩行者・自転車通行量

★

自分の住んでいる地域に魅力があると
感じている人の割合

★
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めざすまちの姿

便利に公共交通が利用でき、その周辺に住まいや生活に必要な

施設が集まっている

●現状と課題
現 状 今 後 の 課 題

バス利用者の減少に伴い、路線の減便・廃止
が進み、通勤、買い物等の移動の利便性が
低下しています。今後も利用者の減少が続
けば、事業者の撤退が加速することが懸念
されます。

利便性の高い公共交通沿線へ日常生活サー
ビス施設や居住を誘導するとともに、過度
な自家用車利用からの転換を図り、公共交
通サービスの向上と利用の促進を図る必要
があります。

倉敷駅・児島駅・新倉敷駅の3駅について、バリ
アフリー化に努めていますが、改正されたバリ
アフリー法の基準には対応できておらず、新た
に法の対象となる西阿知駅、中庄駅、茶屋町
駅、倉敷市駅の4駅は未整備となっています。

関係機関と連携しながら、市民との協働により、
駅のバリアフリー化を進める必要があります。

3 - 9

公共施設は、より便利な場所に立地してい
ることが求められています。

コンパクトなまちづくりに向け、公共施設の
施設総量の適正化を基本に、利便性の高い
ところに計画的に再配置を進めていく必要
があります。

出典：倉敷市統計書

資料 ）

路線バス輸送人員と走行距離の推移

・下津井電鉄株式会社　　・中国ジェイアールバス株式会社　・井笠鉄道株式会社

・ロウズ観光株式会社　　・両備ホールディングス株式会社　・中鉄バス株式会社

・岡山電気軌道株式会社　・株式会社井笠バスカンパニー 
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市の施策

公共交通を便利に利用することができる環境をつくる

●基本方針

主要な駅とその周辺の病院・福祉・商業施設などのあるエリアについて、一体的にバリアフリ

ー化を推進することで、高齢者や障がい者など、すべての人が便利で快適に利用できる環境整

備を進めます。

公共交通により、各地域・地区の拠点にアクセスできる環境を整備していくとともに、その

沿線での暮らしを支える日常生活サービス施設や居住を誘導します。

公共施設などの最適な配置の実現に向け、コンパクトなまちづくりの取組と併せて、総合

的な管理運営を進めます。

まちづくり指標 （重要業績評価指標）

5,323 千人

23.0%

5,640 千人

32%

5,640 千人

41%

5年後 （R7）
目標値

10年後 （R12）
目標値現状値（R 元）

水島臨海鉄道・井原鉄道・路線バス・
コミュニティタクシーの年間利用者数

交通弱者（移動手段がない人）が不便なく
移動できていると思っている人の割合
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めざすまちの姿

地域の特色が生かされ、

自然と調和した、だれもが住みやすい生活環境となっている

●現状と課題
現 状 今 後 の 課 題

郊外部では、人口減少や少子高齢化に伴い、
地域活動の担い手不足、空き家・空き地の増
加、コミュニティの衰退など、生活環境の悪
化が懸念されています。

無秩序な市街化の抑制や既存の住宅ストッ
クなどの活用、豊かな地域資源を生かした
交流の促進などにより、多様なライフスタイ
ルに応じた良好な生活環境やコミュニティ
の維持・向上を図る必要があります。

公園施設の老朽化により、安全性や利便性
の低下が進んでいます。また、1人当たりの
公園面積も不足しています。

公園施設の更新や修繕、適切な管理運営が
必要です。また、公園の適正配置や再整備
を計画的に行うとともに、民間事業者による
緑地の設置・管理の検討なども必要です。

住まいの確保に配慮が必要な方の受け皿（住
宅セーフティネット）となる市営住宅の老朽化
が進んでいます。また、介護や医療の面で居住
に不安を抱える単身高齢者が増加しています。

市営住宅を計画的に修繕していくことが必
要です。また、サービス付き高齢者向け住宅
などに関する情報提供や気軽に相談できる
体制が必要です。

少子高齢化が進み、高齢者だけの世帯が増
加する中で空き家などが増加しており、不十
分な管理が問題視されています。

管理不十分な空き家などが増加しないよう、
市民、NPO、市民団体、事業者などと連携し
て取組を進め、適切な住環境を整備してい
くことが必要です。

地域の歴史や町並み、産業などの特色を生
かしたまちづくりが始まっていますが、現状
では一部の関係者や地域に留まっています。

地域の活性化やにぎわい創出をめざし、ま
ちづくりに取り組む住民や事業者による組
織の立ち上げや育成、活動拠点の整備、情
報発信など、持続的な取組とするための支
援が必要です。

3-10

出典：倉敷市建設局公園緑地課

市民1人当たりの都市公園面積
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市の施策

地域の特色が生かされ、だれもが住みやすい生活を支援する

●基本方針

市内全域での活性化を推進するため、まちづくりに取り組む組織への支援を行い、各地域の個

性や魅力、資源などを生かしつつ、それぞれの実情に応じたまちづくりを進めます。

★

各地域・地区の拠点や公共交通沿線での便利な暮らしから郊外部でのゆとりある暮らしまで、

様々なライフスタイルやワークスタイルに合わせて、居住地が選択できるまちづくりを進めます。

市営住宅の効果的な長寿命化を計画的に進めるとともに、高齢者や被災者など、住まいの

確保に配慮が必要な方向けの住宅の供給を促進します。

空き家などの発生を抑制するとともに管理不十分な空き家などを減らし、生活環境の保全

を図ります。

まちづくり指標 （重要業績評価指標）

現在住んでいるところが住みやすいと
感じている人の割合

57.5% 64% 71%

33.9% 48% 65%

78.8% 79.6% 80%

地域の歴史やまちづくりに関心を
もっている人の割合

身近な都市公園等に歩いて行ける
地域の割合

5年後 （R7）
目標値

10年後 （R12）
目標値現状値（R 元）

★

★

生活の基本となる住環境整備に向け、身近な道路や橋りょう、公園などの整備・維持管理に

努め、安全性と利便性の向上を図ります。

★は、「倉敷みらい創生戦略」（137頁〜）に関連する項目です。
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めざすまちの姿

先人から受け継いだ歴史的・魅力的な景観が、

市内各地で守られている

●現状と課題
現 状 今 後 の 課 題

歴史的な町並みを保存するため、伝統的建
造物群保存地区などの建物の保存や修理な
どを、市民と行政が協力して取り組むことが
求められています。

建物の保存や修理などへの支援を引き続き
行うとともに、地域住民の歴史的な町並み
を守る意識を高めることが必要です。

社会情勢の変化や景観に対する市民ニーズ
の多様化などにより、周辺の良好な景観に調
和していない建築物、屋外広告物、土地利用
などが見受けられ、歴史と自然が織りなす美
しい倉敷の景観に影響を及ぼしています。

地域・地区の地形的特徴や景観的特徴、歴
史的な成り立ちを踏まえ、その地域・地区の
景観にふさわしい都市景観に誘導する取組
を強化する必要があります。

市内の歴史的・文化的な建造物のうち、老朽
化による空家化や解体に至る事例があり、
貴重な景観資源が失われつつあります。

これまで持ち主や地域住民の協力のもとで
行われてきた保全活動を次世代に受け継ぐ
とともに、市民・NPO・事業者・行政が、それ
ぞれの役割と責任のもと、連携して取り組む
ことが必要です。

3-11

倉敷川畔伝統的建造物群保存地区 下津井町並み保存地区 玉島町並み保存地区
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市の施策

歴史的・魅力的な景観の形成を推進する

●基本方針

景観づくりに関する市民や事業者の参加意識の醸成を図り、市民団体の活動を支援するとと

もに、空き家などの活用も含めた景観保全を進めます。

★

★

★ 伝統的建造物群保存地区などの建物の保存や修理などへの支援を継続して行うとともに、

市民の意識を高めて、歴史ある町並みや景観の保存に努めます。

まちづくり指標 （重要業績評価指標）

歴史的・魅力的な景観が保全されている
と感じている人の割合

48.8% 53% 58%

35.8% 42% 49%

44.1% 50% 57%

倉敷市の景観がよくなったと感じている
人の割合

倉敷市の景観をよくする取組に
関わりたいと思う人の割合

5年後 （R7）
目標値

10年後 （R12）
目標値現状値（R 元）

★

★

★

本市のこれまで培ってきた自然、歴史・文化、市街地などに区分した類型別の方針のもと、地

域それぞれの貴重な景観資源を守り、地域の特性を生かした良好な景観形成を推進します。

★は、「倉敷みらい創生戦略」（137頁〜）に関連する項目です。
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めざすまちの姿

犯罪が少なく、安心して暮らしている

●現状と課題
現 状 今 後 の 課 題

地域住民や団体が行う自主防犯活動や事業
者が行う防犯パトロール活動を支援しています。

各地域での犯罪・事故などの防止活動に、地
域住民や地域団体、事業者と行政が一体と
なり、一層取り組んでいくことが必要です。

市民の抱える問題に、弁護士などの専門家や
相談員が対応していますが、社会の変化に伴
い、次 と々新しい問題が生じています。

適正な商品表示や消費者取引を確立するた
め、表示や取引に関する業者の法令順守の意
識づけを継続して行っていくことが求められ
ています。

専門家による相談体制の充実を図るととも
に、相談員の専門研修の拡充など相談体制
の更なる機能強化が必要です。

市民が安心して暮らせるよう、計量器の定期
検査や立入検査、表示の適正化などをさら
に推進する必要があります。

警察などの関係機関と連携して、防犯や消
費トラブル防止についての啓発や情報提供
を行っています。

様々な広報手段により、防犯や消費トラブル
についての情報発信を行い、防犯意識の高
揚を図り被害の未然防止に努めることが必
要です。

3-12

刑法犯認知件数の推移 消費生活相談件数

出典：倉敷市市民局消費生活センター出典：岡山県警察本部生活安全企画課
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市の施策

安心して暮らせるよう各種相談体制や防犯対策の充実を図る

●基本方針

警察をはじめとした関係機関との連携により、犯罪の手口や街頭犯罪、消費トラブルの情報を

迅速に収集・提供し、犯罪や被害の未然防止に努めます。

地域住民や教育機関、警察などの関係団体と連携し、地域住民を主体とした自主防犯組織

などの地域防犯体制の充実を図るとともに、「地域の安全は地域で守る」という自主防犯意

識の啓発に努めます。

まちづくり指標 （重要業績評価指標）

刑法犯認知件数 2,419 件 2,200 件 2,000 件

令和3年度
 調査開始

調査後設定 調査後設定
法律相談や消費生活相談など、問題を
相談できる市の窓口を知っている人の割合

5年後 （R7）
目標値

10年後 （R12）
目標値現状値（R 元）

市民生活相談窓口の周知に努めるとともに、市民の抱える問題に早急かつ的確に対応できる

相談体制の充実を図ります。

商品表示の適正化を進め、安心して暮らせる消費生活環境を整えます。
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4

保健・医療・福祉

〈結〉
むすぶ
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めざすまちの姿

だれもが自分の健康に関心をもち、健康づくりに自ら取り組んでいる

●現状と課題
現 状 今 後 の 課 題

健康診査や各種がん検診の受診率が伸び
悩んでいます。

健診の受診意欲を高める工夫などにより、
受診率の向上を図るとともに、市民の健康
管理を支援し、生活習慣病などの予防や重
症化を防ぐ必要があります。

生活スタイルの多様化や、仕事・家事・育児な
どの忙しさから、自身の健康づくりに関心が
向きにくく、運動・栄養・休養のバランスがと
れた生活ができない人が増えています。

市民が健康づくりの必要性に気づき、健康
行動が習慣化できるよう、様々な主体が協
働して働きかける取組が必要です。

市内の自殺者は、平成21(2009)年の98人から
平成30(2018)年には60人と減少傾向ですが、
若年層では死因の第1位となっており、また、働
き盛り男性の自殺者が多い状況です。

若年層や働き盛り世代をはじめ、すべての
世代への自殺予防への対策に加えて、災害
の被災者への心のケアなども必要です。

デジタル化が進み、社会が便利な環境へと変
わりゆくなか、子どもの体力増進や健康管理
への取組が、ますます重要になっています。

健康を保つための正しい生活習慣や、生涯に
わたり自主的に運動を続けるための運動習慣
を、子どもの頃から身につける必要があります。

感染症のまん延を防ぐために、市民がタイム
リーかつ正確な知識の情報を得られる仕組
みが不足しています。

市民が、日頃から自発的に感染症予防に取
り組み、感染症発生時には、正確な情報を
素早く得られる体制づくりが必要です。

4 -1

出典：倉敷市保健所健康づくり課
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市の施策

だれもが取り組める健康づくりを支援する

●基本方針

新たな感染症の出現やその感染症に対する新たな予防法など、的確な情報が効果的に提供で

きる体制づくりを進め、予防接種の勧奨なども含めた感染症予防の普及啓発によって、予防対

策を進めます。

★

★

★ 広報活動の強化や未受診者への働きかけなどにより、各種健康診査の充実や、受診の重要性の

周知徹底を図り、健康管理の支援によって、市民の生活習慣の見直しや病気の早期発見と治療、

健康寿命の延伸につなげます。

産業保健、教育、地域保健分野などの関係機関や地域との連携を一層強化し、心の健康づく

りについての講座や健康相談の充実など自殺予防対策を推進するとともに、災害被災者へ

の心のケアを行います。

情報機器を活用するなどし、子ども自身が自分の健康に興味をもち、健康を保つための正

しい生活習慣や、生涯を通じて運動に親しむ習慣を身につける契機となるよう、時代に応

じた教育に取り組みます。

まちづくり指標 （重要業績評価指標）

男性 79.9 歳
女性 83.9 歳

現状より延伸 現状より延伸

38.7% 42% 45%

21.5% 60% 60%

1回に30分以上運動する日が週2日以上
ある人の割合

国保特定健診受診率

5年後 （R7）
目標値

10年後 （R12）
目標値現状値（R 元）

健康寿命★

健康づくりボランティアの地域での活動支援や、企業との協働による職場での健康づくり

の支援によって、生活習慣病に関する知識の普及啓発や健康教育、健康づくり活動の機会

を充実し、市民一人ひとりの主体的な健康づくりを促進します。

★は、「倉敷みらい創生戦略」（137頁〜）に関連する項目です。
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めざすまちの姿

豊かな自然の恵みにより食べ物がおいしく、

健全な食生活が実現されている

●現状と課題
現 状 今 後 の 課 題

食の安全に対しては、様々な情報があふれ、
市民が正しい知識を得ることが難しくなって
います。また、国で義務づけられた食品の衛
生管理手法HACCP（ハサップ）に沿った衛生
管理に多くの事業者が対応できていません。

講座の開催などにより、市民が正しい知識
を身につける機会が必要です。また、事業者
に対し、HACCPに沿った衛生管理について
の啓発が必要です。

子どもの頃から食を通じて地域に愛着をも
ち、地域産業への理解を深めるため、更な
る啓発が求められています。

学校給食への地場産物の積極的な利用を
継続するとともに、地域の産業や農林水産
業への理解が深まるような取組が必要です。

食べ残しや食品廃棄などが大量の食品ロスを
発生させ、環境へ大きな負荷をかけています。

学校給食や社会科などの授業を通じて、食
料資源や環境への負荷に目を向けることが
できるよう、食育の推進が必要です。

市民アンケートによると「主食・主菜・副菜の
そろった食事がほとんどできていない」人
の割合が増加傾向にあります。また、若い
世代や男性は、食の知識や体験が少ない
傾向にあります。

生涯を通じて健全な食生活を送れるよう、
学校や企業、関係組織などと連携し、自然
に健康になれる食環境づくりが必要です。

4 -2

出典：第二次倉敷市食育推進計画中間評価報告書
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市の施策

市民の健全な食生活を支援する

●基本方針

学校、企業、健康づくりボランティアなどとの連携により、生涯を通じて健全な食生活を送れ

る環境整備を進めるとともに、食育の推進により、子どもの頃からバランスのとれた食生活の

意識づけを図ります。

食品の安全性をはじめとする食に関する正しい情報の提供に努めるとともに、食品関連事業

者に対する監視指導や食品の検査を実施し、年間を通して食品の安全性を確保していきます。

食の循環や環境を意識した食育を推進し、豊かな自然の恵みによって得られる食を大切に

する心の育成に取り組みます。

まちづくり指標 （重要業績評価指標）

72.6% 80% 以上 80% 以上

22.2% 26% 30%
食品の安全性について十分な情報を
もっている人の割合

5年後 （R7）
目標値

10年後 （R12）
目標値現状値（R 元）

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を
1日2回以上食べている人の割合

学校給食への地場産物の安定供給と情報提供に努めるとともに、生産者との交流を進め

るなど、食に関する指導・啓発を行い、地域の特色や農林水産物への理解を深めます。
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めざすまちの姿

市内のどこに住んでいても、だれもが安心して、

医療を受けられている

●現状と課題
現 状 今 後 の 課 題

地域の中核病院として、倉敷市立市民病院が
安定的な医療を将来にわたって提供する役
割を担っています。

医師の増員と診療機能の拡充が必要です。
また、医療体制の充実を図るためには、仕事
と子育ての両立をめざす職員などの働きや
すい環境づくりも必要です。

救急救命士が行う救急処置の範囲が質・量
ともに拡大しています。

適正な救急処置や医療機関への迅速な搬
送など、より質の高い救急救命士の育成が
必要です。

新たな感染症の流行や、想定を超える災害
時においても、継続して医療が受けられ、市
民の健康被害が最小限に抑えられることが
求められます。

非常時に健康被害を最小限に抑えるため
の体制の強化や関係機関の連携が必要で
す。また、衛生物品、薬剤の常備や避難場
所の確認など、非常時を見据えた準備を促
す意識啓発が必要です。

救急医療機関では、休日夜間に軽症者が受診
するなど、負担が増加しています。また、かか
りつけ医がいる人の割合も令和元（2019）年で
70.3％であり、まだまだ増やす必要があります。

救急医療機関の適正利用や、体調を崩した
時に、まず身近で相談できる医師を決めて
おくといったかかりつけ医制度について、市
民の理解が必要です。

4 -3

出典：倉敷市消防局

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

H27 H28 H29 H30 R元（年）

（件）

13,251 13,668 14,363 15,523 15,319

2,897 2,9142,914
3,0433,043

3,0953,095 3,1663,1662,516 2,445
2,270

2,260 2,0711,923 1,9731,973 2,0412,041
2,1702,170 2,2822,282

665 732
767

1,039 805

急病 一般負傷 交通事故

転院搬送 その他
倉敷市立市民病院（平成30年4月）

救急出動件数



109

市の施策

だれもが安心して利用することができる救急・医療環境を整える

●基本方針

医師会などとの連携をさらに強化し、救急医療体制の確保・充実に一層努めるとともに、かか

りつけ医制度の普及啓発を行い、救急医療機関の適正な利用について市民の理解を深めます。

★

倉敷市立市民病院においては、働きやすい環境整備などにより医療体制を強化し、地域

の中核病院として、引き続き安全・安心な医療を提供していきます。

新たな感染症や大規模災害などの非常時に備えて健康危機管理体制の強化を図り、平常

時から自分の健康を守るための意識啓発を行うとともに、適切な受診行動につながるよ

う正確な情報の発信・伝達に努めます。

まちづくり指標 （重要業績評価指標）

70.3％ 75％ 82％

17.2％ 21％ 25％応急手当講習会（AEDの使用を含む心肺
蘇生法、止血法等）を受講した人の割合

5年後 （R7）
目標値

10年後 （R12）
目標値現状値（R 元）

身近にかかりつけ医がいる人の割合★

応急手当講習を継続的に開催し、救急車が来るまでの応急手当ができる市民を増やしま

す。また、車両及び資器材の整備を推進するとともに、質の高い救急救命士と救急隊員

を育成し、救命率の向上をめざします。

★は、「倉敷みらい創生戦略」（137頁〜）に関連する項目です。
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めざすまちの姿

障がい者が積極的に社会参加でき、

地域の人と安心してともに暮らせるようになっている

●現状と課題
現 状 今 後 の 課 題

障がい者のニーズは多様化しています。特に
医療的ケア（医療的な生活支援）の対応や強
度に行動障がいのある方への対応など、個々
に合わせたサービスが求められています。

相談支援事業所の体制強化、障がい者へ
の適切なサービス及び介護者のレスパイト

（一時休息）を目的としたサービスの充実が
必要です。

障がいを理由として差別されたり、権利や利
益を侵害されたりせずに、地域の人 と々とも
に生活できることが望まれています。

障がい者の就労機会は増えていますが、企
業や事業所の理解不足が原因で、離職者も
一定数あります。

支援機関などが連携して、障がい者への理解
や、その障がい者を在宅で介護する家族など

（養護者）への理解が広がることが必要です。

企業や事業所への障がい者雇用の周知・啓
発や、障がい者就業・生活支援センターとの
連携による就労支援の強化が必要です。

医療機関や入所施設における障がい者の生活
が長期化するなか、生まれ育った地域での生
活を望む障がい者への支援が望まれています。

障がい者支援などについては、SNS などの
普及により様々な情報があふれ、正しい知
識を得ることが難しくなっています。

地域生活への移行や地域定着の支援、居宅
介護などの体制強化や質の向上が必要です。

障がい者が適切な情報を得るための相談
支援体制の強化や質の向上が必要です。

福祉的就労（作業所などでの福祉サービスを
受けながらの就労）は、障がい者の社会参加や
一般就労につながる貴重な場であり、就労を希
望する障がい者からの要望も高まっています。

作業所などの安定運営や、福祉サービスの
質の向上、利用する障がい者の一般就労に
向けた支援体制の強化が必要です。

4 - 4

出典：厚生労働省及び岡山労働局提供データ（令和元年6月1日現在）

倉敷市 岡山県 全国平均
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障がい者雇用率の比較
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市の施策

障がい者が社会参加でき、

住み慣れた地域で安心して暮らすことのできる生活を支援する

●基本方針

一般就労が困難な障がい者にとって、重要な役割を担っている福祉的就労を行う事業所・作

業所への支援を強化し、職業訓練に関する情報提供を充実させるなど、障がい者の就労訓練

の場の充実を図ります。

★

★

★

★

介護者の負担の軽減も踏まえ、在宅生活を支援するサービスの充実に努め、障がい者の

生活ニーズに応じた適切なサービスの提供をめざします。

医療機関や入所施設から地域生活への移行を促進するために、居宅介護の支援や、生活

の場のひとつとして有効なサービスであるグループホームの充実を図るなど、希望する

障がい者が地域で生活できる環境づくりを進めます。

障がい者自身が気軽に相談でき、福祉制度や生活に関してニーズに沿った適切な情報を必要

なときに入手できるよう、関係機関との連携を強化するなど、相談支援体制の充実を図ります。

まちづくり指標 （重要業績評価指標）

27% 32%

82%

27%

2.87%2.77%

85%

32%

2.97%

生活の場所に満足している障がい者の割合

社会参加できていると思う障がい者の割合

一般企業の障がい者雇用率

5年後 （R7）
目標値

10年後 （R12）
目標値現状値（R 元）

障がい福祉サービスにより地域全体で
支えられていると思っている障がい者や
家族の割合

★

★

★

障がい者やその養護者への理解を広げる周知・啓発活動に努めるとともに、障がい者へ

の虐待防止、養護者に対する相談支援体制を強化し、すべての障がい者が人権を護られ、

安心して暮らすことのできるまちをめざします。

障がい者が障がいの状況に応じた多様な形態での勤務ができるよう、企業や事業所に一

層の理解・協力を求めるなど、障がい者の就労定着をめざします。

★は、「倉敷みらい創生戦略」（137頁〜）に関連する項目です。

22.5％
（H30）

78.7%
（H30）

22.3%
（H30）

基

本

計

画

子
ど
も
・
子
育
て
・
教
育 

1

文
化
・
産
業

2

生
活
環
境
・
防
災
・
都
市
基
盤

3

保
健
・
医
療
・
福
祉 

4

S
D
G
s
・
市
民
協
働
・

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
行
財
政

5



112

●現状と課題

現 状 今 後 の 課 題

少子高齢化の進行、単身世帯やひとり親世帯
の増加などにより、生活に困窮する人の多くは、
複雑な課題を抱えたまま、孤立しがちです。

生活に困窮している人の孤立を防ぎ、自立を
支援していくことが必要です。

新型コロナウイルスなどの新たな感染症の
流行により、経済・社会情勢が変化し、生活
保護受給者などの生活困窮者の増加が見
込まれます。

生活困窮者の就労・自立に向けた、より一層
の支援が必要です。

雇用の不安定や低賃金が原因となり、職業
経験が積めない、ひきこもりやニートといった、
将来の見通しをもてない人が増えています。

生活支援と組み合わせた就労支援が必要です。

出典：倉敷市保健福祉局福祉援護課

めざすまちの姿

様々な事情により困窮している人が、

自立できるよう地域で支え合っている
4 - 5

倉敷市生活自立相談支援センターの新規相談受付件数の推移

（件）
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市の施策

●基本方針

困窮している人が自立できるよう地域で生活を支援する

まちづくり指標 （重要業績評価指標）

1,997 件 2,000 件 2,000 件

49.6% 75% 75%

5年後 （R7）
目標値

10年後 （R12）
目標値現状値（R 元）

生活に困窮している人が、抱える問題を複雑化・深刻化させる前に身近な地域住民が気づき、

支援機関等へつなぐことで、孤立を防ぎ自らの意思で自立への行動がとれるよう、地域全

体で見守り支える体制を図ります。

様々な困窮の状況に応じて生活支援と合わせた就労支援に取り組み、生活困窮者が安定し

た職業に就くことをめざします。

生活保護制度の円滑な運用に努め、自立・就労に向けた支援を強化し、だれもが健全でその

人らしく生活できるまちづくりにつなげます。

倉敷市生活自立相談支援センターの
新規相談受付件数

倉敷市生活自立相談支援センターの
就労支援対象者の就労・増収率
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めざすまちの姿

高齢者が地域で安心して暮らすことができている

●現状と課題
現 状 今 後 の 課 題

本市の要支援・要介護認定者数は増加傾向に
あり、要介護認定率も全国や県内と比べて高
い状況です。また、要介護認定を受けてもサ
ービスを利用していない高齢者がいます。

高齢者の要支援・要介護状態を未然に防ぐた
めの取組が必要です。また、高齢者のフレイル

（心身の活力低下）を早期に発見し、医療や介
護サービスにつなげることが必要です。

認知症の出現率は80歳以降で急上昇してお
り、要介護者の約8〜9割は認知症がありま
す。認知症の方の約5割は、在宅生活を希望
していますが、実現は困難な状況です。

一人暮らし高齢者は増加しており、今後も増
加が見込まれます。

認知症の人やその家族を地域で支えていく
ため、認知症の正しい理解を広めるとともに、
認知症を早期に発見し、適切に対応すること
が必要です。

一人暮らし高齢者をはじめ、地域で暮らす
高齢者の相談体制や地域全体で見守り・支
える体制の充実が必要です。

認知症や知的・精神障がいがある人の財産や日
常生活における権利を保護し支援する、成年
後見制度の利用が必要な人が増えています。

約5割の市民が療養や介護が必要になった
時、自宅で過ごしたいと思っています。

成年後見制度やその相談窓口の周知、支援
機関などとの連携協力体制の強化が必要です。

高齢者が最期まで在宅生活を可能とする
体制の充実が必要です。

高齢者虐待を防止するため、相談窓口を設置
するなど様々な取組が行われていますが、高齢
化が進んでいることもあり、支援の必要な高齢
者は増加傾向にあります。

啓発活動や相談窓口の周知に努めるととも
に、各支援機関と連携協力して、高齢者虐
待の防止に一体的に取り組む体制の充実
が必要です。

4 - 6

出典：厚生労働省　地域包括ケア「見える化」システム

出典：第7期倉敷市高齢者保健福祉計画及び倉敷市介護保険事業計画

要支援・要介護認定者数の推計 独居高齢者数の推移
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市の施策

高齢者が住み慣れた家庭や地域で

安心して暮らすことのできる環境を整える

●基本方針

各支援機関と連携協力して相談体制や支援体制を充実させ、高齢者の虐待防止を進めます。

★

★

★

★

高齢者の実態を把握し、専門的な介護予防プログラムの実施や地域での介護予防の普及

啓発を図り、一人ひとりの高齢者の心身の状態や生活環境などに応じた総合的な介護予

防を推進します。

成年後見制度や相談窓口の周知を図るなど、高齢者の権利利益を擁護する体制の整備を

進めます。

在宅医療・介護の連携強化を図り、高齢者が住み慣れた地域で安心して医療や介護を受

けられる環境づくりを進めます。

まちづくり指標 （重要業績評価指標）

20,000 件 21,000 件

102,500 件

810 人

4,000 人3,723 人

103,000 件

890 人

4,250 人

高齢者支援センターの相談件数

いきいきポイント制度のボランティア登録者数

認知症サポーター養成講座受講者数

5年後 （R7）
目標値

10年後 （R12）
目標値現状値（R 元）

高齢者実態把握調査者数

★

★

認知症に対する理解の促進や予防・早期発見のための知識の普及を図るとともに、認知

症早期から本人や家族を支援するなどサポート体制の整備を進め、認知症のある人が地

域で安心して幸せに暮らせることをめざします。

地域で暮らす高齢者への支援を強化し、市民、団体などの協力のもと、地域全体で高齢

者を見守り支えるネットワークを構築します。

★は、「倉敷みらい創生戦略」（137頁〜）に関連する項目です。

18,862 件

101,230 件

735 人
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めざすまちの姿

尊厳が守られながら必要な介護サービスを

受けることができている

●現状と課題
現 状 今 後 の 課 題

特別養護老人ホームの入所申込者は年々減
少しつつあるが、平成31(2019)年4月1日現在
では2,074人の申込があり、介護サービスの
整備が求められています。

介護サービスの利用状況や整備状況、県の計
画なども考慮し、入所を希望する人が適切に
サービスを受けられるよう努めるとともに、サ
ービス向上に伴い上昇が見込まれる介護保険
料のあり方などについての検討が必要です。

国では、介護予防システムの導入、施設給付
の見直し、新たなサービス体系の構築、応能
負担の導入など、介護保険制度の見直しが
進んでいます。

介護サービス利用者が、多様なメニューの
中から最も適したサービスを選択できるよう
になることが必要です。

全国的に介護従事者の人材不足が問題とな
っており、国において処遇改善の手立てや、
人材確保の施策を行っています。

介護従事者の人材確保のため、外国人人材
も含めた、更なる人材確保の取組について
検討することが必要です。

介護が必要な高齢者を社会全体で支える仕
組みである介護保険制度は、サービス利用
の大幅な伸びにより、その費用も急速に増
大しています。

介護保険制度を持続可能にするために、必
要な人に適切な保険給付が行われるよう、
介護サービス事業所の制度理解と適正な
事業運営が必要です。

4 -7

 出典：倉敷市介護保険事業状況報告（月報）及び第７期倉敷市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画
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※H29、R元年度末までは実績。
　R2、R7は推計。

施設系、居住系サービス利用者数の推移
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市の施策

必要な人が質の高い介護サービスを受けられる体制を整える

●基本方針

介護事業者に対するチェック体制の充実や事業者による情報公開の推進、サービス評価の仕

組みを構築し、適正な事業運営を確保することで、介護保険制度の継続につなげます。

特別養護老人ホームをはじめとする介護施設などの整備については、在宅サービスとのバ

ランスを考慮し、県や関係機関と連携を図りながら、必要なサービスが提供できるよう取

組を進めます。また、在宅生活を支えるため、多様な地域密着型サービスや在宅生活を支え

る24時間ケアの拡充を進め、在宅で介護をしている家族への支援を強化します。

介護従事者の育成・確保に向けての取組を強化し、尊厳が守られながら「必要な人が質の

高い介護サービスを受けることができる環境」をつくります。

まちづくり指標 （重要業績評価指標）

54%58.2% 50%

84.5%

83%

29%

87%

87.6%

41%

尊厳が守られた介護サービスが
提供されていると思っている人の割合

家族に対して、必要な介護サービスが
受けられていると思っている人の割合

職に対して、やりがいをもって従事できて
いると思っている介護サービス従事者の割合

5年後 （R7）
目標値

10年後 （R12）
目標値現状値（R 元）

特別養護老人ホームの入所申込者に
占める在宅者の割合

介護が必要な高齢者や介護者などの介護サービス利用者が、多様なメニューの中から最

も適したサービスを選択できるよう、わかりやすく適切な情報提供を行います。

81.5%
（H30）

78.5%
（H30）

16.7%
（H30）
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めざすまちの姿

高齢者が生きがいをもって活動している

●現状と課題
現 状 今 後 の 課 題

高齢者の「閉じこもり」は認知症や寝たきり
のリスクを高めると言われています。一人暮
らし高齢者の割合は年々増加しており、介
護予防にもつながる社会参加を推進するこ
とが求められています。

高齢者が元気で活躍できる地域づくりを推
進する観点から、生活支援コーディネータ
ーと連携した住民主体の通いの場の充実が
必要です。

高齢者がこれまでの知識や経験を生かし、
元気で活躍できる地域づくりを進めること
が求められています。

高齢者の働く意欲に応じた就労の場や、地
域活動に参加できる場など、高齢者が活躍
できる場の確保が必要です。

高齢者の学びの場として、公民館などでの
各種講座や教室があり、老人クラブ等でも
様々な学習活動が行われています。

多様化するニーズに対応できる、多彩な学
びのメニューを提供するとともに、高齢者
が主体的に学べるような支援が必要です。

4 - 8

グラウンドゴルフ大会
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市の施策

高齢者の学びや活躍の場を充実する

●基本方針

高齢者の学びに対するニーズを把握した学習機会の充実を図るとともに、情報提供をはじめ

とした支援により高齢者の主体的な学びを促進します。

高齢者が気軽に集い、仲間との出会い、交流の機会や異世代との交流が図られるよう、ふれ

あいの場の更なる推進によって、高齢者の孤独感や閉じこもりの解消に努めます。

まちづくり指標 （重要業績評価指標）

1,750 人1,529 人 1,900 人

320 か所

60%

370 か所

65%

ふれあいサロンの実施か所数

社会参加   している高齢者の割合

5年後 （R7）
目標値

10年後 （R12）
目標値現状値（R 元）

シルバー人材センター会員数

社会活動や地域活動、就業活動への参加を促進し、高齢者の活躍の場を広げる取組を充実します。

★は、「倉敷みらい創生戦略」（137頁〜）に関連する項目です。

275 か所

30.3%

★

★

★

★ ※

※社会参加の例
　ボランティア、スポーツや趣味、グループ、学習活動、ふれあいサロンなど通いの場、老人クラブ、町内会・自治会、仕事など
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めざすまちの姿

地域やコミュニティの中で、

だれもが互いに助け合い、支え合って暮らしている

●現状と課題
現 状 今 後 の 課 題

少子高齢化などの社会構造の変化、人々のラ
イフスタイルや価値観の多様化などにより、地
域住民の連帯意識が希薄になってきています。

地域ごとの実情を把握・整理し、持続可能なコ
ミュニティ活動につながる支援が必要です。

暮らしの変化とともに、地域の課題も複雑化・
多様化しています。

コミュニティ活動の拠点となる施設にも、
地域によって様々な課題があります。

複雑化・多様化する地域課題に対応していく
ため、地域で活動している団体の連携や活
動の検討が必要です。

地域の実情に応じた拠点施設の確保・運営・
整備などに対する支援が必要です。

地域で活動している団体の高齢化や、人材
不足・後継者不足が深刻化しています。

地域コミュニティの運営や人材育成への支
援が必要です。

5 -1

出典：総務省 平成30年度「地域運営組織の形成及び持続的な運営に関する調査研究事業報告書」
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市の施策

市民自らが、地域の課題を解決できるように支援する

●基本方針

コミュニティ活動の情報を発信するとともに、コミュニティ意識の高揚に努め、若い世代を

はじめとした、様々な世代の人が気軽に地域の輪に入っていける地域づくりを進めます。

★

★

★

★ 地域の活動主体であるコミュニティの意見を把握してニーズにあった支援を行い、地域

のつながりを維持して支え合いによる安全・安心な暮らしを守ります。

市民自らが主体的に地域の課題解決に取り組むコミュニティ活動に対する支援や、コミ

ュニティ活動の拠点となる施設や設備に対する支援を続けます。

まちづくり指標 （重要業績評価指標）

48.4% 55% 60%

52.3% 60% 65%
地域の課題に対して、自分たちでできる
ことは地域コミュニティで解決しようと
考えている人の割合

5年後 （R7）
目標値

10年後 （R12）
目標値現状値（R 元）

地域やコミュニティの中で、困っている
ときに相談できる人がいると思ってい
る人の割合

★

★

コミュニティ間の情報交換を行うなど、相互に連携する機会の創出に努め、ネットワー

クを構築してコミュニティ活動の一層の拡大を支援します。

★は、「倉敷みらい創生戦略」（137頁〜）に関連する項目です。
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めざすまちの姿

ボランティア・NPOなどの市民主体の活動が

活発に行われている

●現状と課題
現 状 今 後 の 課 題

社会情勢の変化により、様々な活動に取り組
むボランティア・NPOなどの役割が大変重要に
なってきています。

市民活動団体が抱える課題・ニーズに沿った支
援を行うことが必要です。

多様化する地域課題の解決に向けて、ワー
クショップなどを開催し、市民活動団体の
交流促進に取り組んでいます。

市役所では、市民協働の推進体制を整え、
意識啓発に取り組んでいます。

市民活動団体同士の連携を促進する機会
を増やすなど、ボランティア・NPO 活動への
参加の更なるきっかけづくりが必要です。

研修や情報発信を継続し、市役所におけ
る市民協働の推進体制を強化していくこと
が必要です。

市民活動団体同士がお互いの情報を知るこ
とが少なく、また、団体への参加を希望する
市民にとっても、活動の情報が得にくい状況
があります。

各団体の情報発信ツールの現状を把握し、
団体同士が情報共有でき、連携しやすくな
る仕組みが必要です。また、団体の活動に
参加したいと思う市民が、必要な情報を得
られるような仕組みも必要です。

5 -2

出典：倉敷市企画財政局市民活動推進課出典：岡山県県民生活交通課
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市の施策

ボランティア・NPOなどの自律的かつ公益的な活動を促進する

●基本方針

公益的な事業に取り組む団体の活動基盤の強化に向けての支援や、大学や企業なども含

め、市民活動団体や個人が、容易に情報共有や連携が行える環境整備を促進します。

人材確保と育成のための研修の充実など、組織的な基盤強化に向けた支援の仕組みづく

りを進め、市民活動団体が自立的に安定して活動を継続できるよう努めます。

市役所での市民協働の推進体制を整えることで、ボランティアや NPO などと行政がと

もに公共的な役割を担う「支え合いと活気のある社会」の実現をめざします。

まちづくり指標 （重要業績評価指標）

令和 3 年度
  調査開始 調査後設定 調査後設定

46.0% 55% 60%

地域の課題を解決するためには、ボラ
ンティア・NPO の市民活動が必要だと
考えている人の割合

5年後 （R7）
目標値

10年後 （R12）
目標値現状値（R 元）

市民活動団体と協働で実施された事業数

ボランティア・NPO 活動参加への気運を盛り上げ、市民活動団体や個人がその特性を生

かした、様々なまちづくりの活動に取り組むきっかけづくりを進めます。

★は、「倉敷みらい創生戦略」（137頁〜）に関連する項目です。

★

★

★

★

★

★
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めざすまちの姿

行政が市民の意見を踏まえ、

施策の検討、効果的な実施、評価・検証を行い、改善を図っている

●現状と課題
現 状 今 後 の 課 題

人口減少などに伴い税収が減少する一方で、
老朽化した施設の更新などにかかる経費は
増加するなど、市財政を取り巻く環境は厳し
くなっています。

収入増加に向けた新たな取組を検討すると
ともに、事業の見直しを行うなど経費節減に
努めていく必要があります。

平成22(2010)年4月施行のパブリックコメン
ト手続要綱で、市の条例や重要計画について
市民意見を反映できる仕組みを整えています。
また、市民モニター制度を実施し、簡単かつ
迅速に市民の意見が聞けるようになりましたが、
30歳台以下の登録者が少なく、幅広い年齢の
意見を反映しているとは言い難い状況です。

市の施策においては、客観的な証拠（根拠）
に基づいた政策立案（EBPM）の考え方が
浸透しておらず、十分な業務や統計のデー
タを集約して共有・活用できる仕組みが構
築できていません。

より多くの意見を聞くために、広く市民に意
見を求めるパブリックコメントのPRを強化
する必要があります。
市民モニターへの調査結果の信頼性を上げ
るためには、若い世代の登録者数を増やす
ことが必要です。

EBPM（127頁  ）についての理解促進を図る
とともに、オープンデータ（公開され自由に
利用できるデータ）の整備を拡充するなど、
より多くのデータをそろえ、分析し、活用して
いくことが必要です。

予算書・決算書だけでなく、「倉敷市の財政」
や「倉敷市財務書類」などにより、市の財政
状況をよりわかりやすく伝えるよう取り組ん
でいます。

市の財政状況をより正確に把握するために
は、負債の状況や施設の老朽化の度合いな
ど、決算書では見えない情報を捉えていく
必要があり、各種財政指標や公会計手法を
用いた分析が必須となっています。

5 -3

出典：倉敷市企画財政局市民広聴課

（人） （人）
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市の施策

更なる行財政改革を進め、経費の削減及び歳入増加に取り組み、

根拠に基づいた施策を推進する

●基本方針

財政指標の分析や公会計手法の活用により財政状況を的確に把握し、市民にわかりやす

く公表します。

歳入の確保と事業や補助金の見直しなどによる歳出の抑制を図り、受益と負担の適正化

によって財政基盤の安定を図ります。

官民のデータ利活用により得られる客観的な証拠に基づいた、政策や施策の企画立案

（EBPM）を推進します。

まちづくり指標 （重要業績評価指標）

4.7% 3.2% 3.2%

8 施設
（H30）

552 人

10 施設

600 人

13 施設

650 人

施設別行政コスト計算書公表施設数

市民モニターアンケート平均回答者数
（１回当たり）

5年後 （R7）
目標値

10年後 （R12）
目標値現状値（R 元）

実質公債費比率

パブリックコメントや市民モニター制度の充実を図り、マーケティング機能の強化によ

って、より正確な市民意見の施策への反映をめざします。

※EBPM（Evidence-based Policy Making）エビデンスベイスドポリシーメイキング
　 エビデンス（客観的な証拠）に基づいた政策立案
　政策の企画立案をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで、政策効果の測定に重要な関連をもつ情報や
　データに基づくものとすること。
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めざすまちの姿

市民が安全で快適に、公共施設を利用している

●現状と課題
現 状 今 後 の 課 題

高度経済成長期に一斉に整備した学校の校
舎や市営住宅などの公共施設が老朽化し、施
設の更新には多額の費用が必要となります。

現状の施設すべてをそのまま維持していくこと
は困難であるため、施設総量の適正化を推進
し、施設を作ってから運営、処分するまでの費
用の総額となるライフサイクルコストを縮減し
ていく必要があります。

平成28(2016)年には「公共施設等総合管理
計画」を策定し、長期的な視点で公共施設な
どを総合的かつ計画的に管理するための基
本方針を示しました。

公共施設の管理運営については、指定管理
者制度を活用するなど、市民サービスの向
上につながる取組を進めています。

今後は、公共施設個別計画を策定し、それ
ぞれの施設の老朽化などに応じた整備（単
独建替、長寿命化、複合化、集約化など）を
進めていく必要があります。

公共施設がより安全で利用しやすくなるよう、
民間のノウハウを活用した施設整備や運営
など官民連携の取組をさらに進めていく必
要があります。

ファシリティマネジメントの視点で、平成
25(2013) 年に「公共施設白書（本編）」、翌
年に「公共施設白書（施設別編）」を作成し、
主な公共施設の量と質の情報をとりまとめ
て公表しました。

各施設の建 築・設備の点検、修 繕を行い、
計画的な予防保全による長寿命化を推進
し、安全、適正に使用できる状態を保って
いく必要があります。

5 - 4

出典：倉敷市公共施設等総合管理計画

公共施設の更新等シミュレーション試算



市の施策

公共施設の安全の確保と総量の適正化を図る

●基本方針

公共施設が安全に利用できるよう、計画的な予防保全による長寿命化を推進します。

市が土地、建物などの公有財産を、場所や将来人口なども見据えた適切な数量で保有し

て、総合的に企画、管理、活用する経営活動「ファシリティマネジメント」を推進し、施設

のライフサイクルコストを縮減します。

施設の更新にあたっては、従来のように行政が直接施設を整備せず民間に整備とサービ

スの提供をゆだねる PFI 手法を活用するなど、官民連携の取組を積極的に進めます。

まちづくり指標 （重要業績評価指標）

4,200 千人 4,430 千人 4,710 千人

98.2%
（H30）

7 件
( 累計 )

100%

15 件
( 累計 )

100%

20 件
( 累計 )

モニタリングの評価が高い
指定管理施設の割合

PPP／PFI  手法による施設整備
（改修等を含む）を伴う事業契約件数

5年後 （R7）
目標値

10年後 （R12）
目標値現状値（R 元）

公共施設の利用者数

公共施設個別計画に基づき整備を実施し、公共施設の必要な機能の維持を図るとともに、

利便性の向上に努めます。

※PPP／PFI
　行政（Public）と民間（Private）が協力（Partnership）して行政サービスを提供する方法で、民間の経営能力や技術力を活用して質の高い
　行政サービスの提供をめざすもの。
　施設整備や運営に必要な資金調達を民間が行うPFI（Private Finance Initiative）もPPPの一つ。

※
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めざすまちの姿

市役所が市民の身近な窓口として課題解決に向けて

責任をもって対応している

●現状と課題
現 状 今 後 の 課 題

災害などの非常時や市民ニーズの多様化・高
度化に伴い発生する新たな行政需要に対して、
市役所の担当課だけでは解決困難な業務が
増えており、部局間で連携し効率的かつ迅速
に対応することが求められています。

市民ニーズを的確に捉えて行政組織の新設、
改廃や所管替えを弾力的に実施していくととも
に、組織の枠を超えた応援体制を迅速に構築
することが必要です。

市役所での良質な市民サービスを提供するに
は、職員の人材育成と士気高揚が、最も重要
な要素のひとつであり、職員一人ひとりの資質
向上が重要になっています。

市内に居住し、就学・就労する外国人が増
加しています。

職員の能力や実績に基づく様々な人事・研
修制度を積極的に活用することで、仕事へ
のやりがいや使命感を高め、仕事を通じた
人材育成の強化に努めることが必要です。

外国人が適切な行政サービスを受けること
ができるよう、相談窓口の充実と全庁的な
連携の強化が必要です。

市民ニーズの多様化・高度化による業務負
担の増加に伴い、職員が真に市民サービス
向上につながる業務に係わる余裕がなくな
っています。

限られた職員数で持続的かつ安定的に行
政サービスを提供できるような仕組みづく
りを検討する必要があります。

5 - 5

外国人相談窓口



市の施策

市役所の制度や体制を改革するとともに、

職員の資質向上を図り、必要とされる行政サービスを提供する

●基本方針

不要な業務の見直しを行うとともに、人工知能（AI）やロボットによる業務の自動化（RPA）

など先進の ICT 技術を導入するなど、業務の効率化を進め、人口減少社会においても、住

民サービスの維持・向上に努めます。

市役所における部局間の連携強化、マネジメントの強化、意思決定の更なる迅速化を可

能とする業務執行体制の整備を図ります。窓口サービス向上及び業務の効率化等に取り

組み、市民への説明責任を果たし、市民満足度を向上します。

市内で生活する外国人に向けた行政サービスの利便性向上を図ります。

まちづくり指標 （重要業績評価指標）

（R2.10 開設） 1,500 件 1,800 件

75.3% 80% 90%
地域の要望や困ったことがあったとき
の行政の相談窓口は、まずは市役所だ
と思っている人の割合

5年後 （R7）
目標値

10年後 （R12）
目標値現状値（R 元）

外国人相談窓口の相談件数

市や組織の方針に基づき、市役所職員の果たすべき役割を明確にして、個々の職員が意

欲的に能力を発揮できる、働き方改革も踏まえた人事制度、職員研修制度の構築を図り、

広い視野と自ら考え行動できる意欲と能力をもった職員を育てます。
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めざすまちの姿

だれもが快適で活力に満ちた生活ができるよう、

先端技術が生活に溶けこんでいる

●現状と課題
現 状 今 後 の 課 題

市役所業務の中で情報の電子化やロボットな
どによる業務の自動化など、先進技術を効果
的に利用する環境が整っていません。

業務における、ICTの利用意識を高めるととも
に、効果的な取り入れ方を検討していく必要が
あります。

市税などの収納では、コンビニエンスストア
やスマートフォン決済アプリで納付できるよ
うにするなど、市民生活の利便性向上に努
めています。

情報通信技術の進展とともに、日々の市民
生活において、ICTの利用が身近になるなか、
申請・証明といった行政手続きにも電子申請
を取り入れ、利便性向上に努めています。

市民生活の利便性向上をめざして市税をは
じめとした収納のキャッシュレス化を推進し
ていく必要があります。

市民生活の利便性向上と行政事務の負担軽
減をめざして普及促進を図っているマイナン
バーカード等を有効に活用し、行政手続きの
更なる簡略化を図っていく必要があります。

新型コロナウィルス感染症など新たな感染
症が発生した場合、感染拡大を防止するた
め学校・園は臨時休業となり、十分な学習
時間の確保が困難になります。

次世代高速通信を利用したオンライン学習
の導入など、学習時間を確保する取組を検
討していく必要があります。

5 - 6

出典：内閣府資料

Society 5.0 がめざす社会



市の施策

日々進化する先端技術を柔軟に取り入れ、

市民サービスの更なる向上を図る

●基本方針

災害や感染症の発生など非常時にも、子どもたちの学習時間が確保できるよう、ICT を

活用したオンライン学習等の導入を進めます。

AI、RPA などの先端技術を活用して、より迅速、的確な行政サービスを提供し、市民生活

の利便性向上を図ります。

市民生活に必要な情報を必要とする時にわかりやすく発信するとともに、行政手続きの

オンライン化を促進し、申請手続き等の簡略化を進めます。

まちづくり指標 （重要業績評価指標）

6.25% 50% 100%
多くの市民が利用する公共施設のうち、
キャッシュレス決済が可能な施設の割合

5年後 （R7）
目標値

10年後 （R12）
目標値現状値（R 元）

市税をはじめ、使用料、手数料など収納のキャッシュレス化を推進します。
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めざすまちの姿

持続可能な地域をめざすSDGsの理念を、

だれもが理解し、行動している

●現状と課題
現 状 今 後 の 課 題

市民生活の中で、SDGsの理解は浸透してお
らず、また、SDGsの理念に基づき取り組む団体・
企業などの活動が、あまり知られていません。

SDGsの理解促進を進め、SDGs推進の機運
の醸成を図っていく必要があります。

持続可能な地域をめざすため、官民が各々
の特性を生かして地域の課題解決に取り組
むことが求められています。

地方創生をめざして、連携中枢都市圏を形成
する高梁川流域圏（7市3町）の人口は減少傾
向にあり、将来の人口推計においても、全国
平均・岡山県平均より早く、人口減少が進むこ
とが見込まれています。

まちづくりの様々な施策は、市民協働、官民
連携において SDGsの観点で整理し、紐づ
けることで目的を明確化し、取組の方向性
を共有する必要があります。　

圏域の自治体、関係機関、住民などの連携を
強化し、自然動態の減少抑制や社会動態の
増加に努めるとともに、人口減少社会でも、
多様な人材が活躍できる圏域としていくこと
が必要です。

G7倉敷教育大臣会合（平成28(2016) 年）で
は、教育が国際社会の平和を守り、持続可能
な発展に重要な役割を担うことを宣言した「倉
敷宣言」が採択され、SDGsのゴール4「質の
高い教育をみんなに」は、他のすべてのSDGs
達成のために重要であると示されています。

教育を受ける子どもたちが、教育の大切さ
をグローバルな視点で学び、考えていくこ
とが必要です。

5 -7

Ｇ７倉敷教育大臣会合（平成28年開催）



市の施策

市民・企業・団体などと一体となってSDGs の取組を推進する

●基本方針

倉敷子どもサミットなどの機会を通じて、子どもたちが、「倉敷宣言」にも記されている、

質の高い教育を世界のだれもが受けることの大切さを学び、SDGs への理解につながる

よう、取組を推進します。

研修や講演会などを通じて、SDGsの理解促進に努めるとともに、SDGsに取り組む団体・

企業などの活動状況を紹介し、団体間の交流を促進するなど、SDGs 推進の機運の醸成

を図ります。

高梁川の恵みを共有する自治体間の連携により、圏域全体の経済成長や生活サービスの向上

などに取り組み、将来にわたって安心・快適に生活できる持続可能な圏域づくりを進めます。

地域の課題を解決し、まちづくりの様々な施策を効果的に進めるため、市民協働、官民

連携において、SDGs を共通言語として取組の目的の明確化や相互理解につなげます。

★

★

★

★

★

まちづくり指標 （重要業績評価指標）

令和 3 年度
開始 150 件 300 件

倉敷市・高梁川流域SDGsパートナーの
登録数

5年後 （R7）
目標値

10年後 （R12）
目標値現状値（R 元）

★は、「倉敷みらい創生戦略」（137頁〜）に関連する項目です。
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